
単価適用

中央区土木部維持管理課

R７年　11月

中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西部地区）

令和８年度施行

業務名：

業務設計書（公示用）



西部地区

中部地区

東部地区

令和２年度 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務区域図令和8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務区域図





業務名：中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西部地区）

業務委託費 円

業務価格 円

消費税等相当額 円

業務の説明

１．業務の場所

・ 中央区内　（西部地区）

  公園75箇所、街路樹37路線 (位置図・数量調書参照）

２．業務の概要

・ 公園維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、施設管理一式、鳥獣対応一式

・ 街路樹維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、歩道美化一式、鳥獣対応一式

３．業務の期間

・ 令和８年3月15日より令和９年3月14日まで

４．仕様書等

・ 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。

・ 札幌市土木工事共通仕様書による。

・ 中央区特記仕様書による。

・ 内訳書の表記について

札幌市
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〔共通編〕 

１ 全般 

（１）内訳書、数量調書に記載されている設計内容について、実施時期と数量を把握し、業務計画

書を作成したうえで計画通りに維持管理業務を遂行すること。 

施行時期、施行箇所や施工方法については担当職員と協議したうえで実施すること。 

（２）当初設計内容以外に別途指示する作業等が発生した場合は、実施日・内容・数量等について

月別に集計し、様式 24，25 維持管理業務報告書（月報）で数量等を報告すること。 

２ 廃棄物の処理 

（１）剪定枝・幹および根株は、担当職員の指定した場所に運搬すること。 

（２）清掃により集められた塵芥は、適切に分別し、札幌市の清掃工場に投棄すること。 

（３）その他、維持管理業務にて発生した廃棄物については、担当職員の指示により適切に処分す

ること。 

（４）剪定枝および伐採木等処理は、市民に譲渡しないこと。 

 

３ 投棄量・交通誘導員 

（１）作業に伴い発生する廃棄物については、数量の確認が可能なように一覧に整理した上で、月

ごとに搬入伝票の写しを担当職員に提出すること。 

（２）作業に必要な交通誘導員を配置した場合、数量の確認が可能なように一覧に整理した上で、

配置した箇所が判別できるように、月ごとにまとめて報告書を担当職員に提出すること。 

４ 夜間・閉庁日の緊急初期対応 

（１）中央区の公園及び街路樹等総合維持業務３地区(東部・中部・西部)の各ＪＶは、ひと月ごとに

中央区内全域の公園や街路樹及び路傍樹等の緊急時の初期対応にあたる。対応順番は、業務

着手後に協議し決定する。 

（２）各受託業者は、緊急対応時の担当者を速やかに決定し、連絡先携帯電話番号等を担当職員

に報告すること。 

（３）夜間や閉庁時の緊急連絡は、道路情報管理室等または土木部職員から連絡があるので、作

業は安全を十分に確保した上で実施すること。作業が困難な場合、現場状況が連絡内容と大き

く異なる場合など、作業を実施するか判断に迷った時は、道路情報管理室または土木部職員と

協議すること。 

５ その他 

（１）ヒグマ、エゾシカの出没について 

公園内での作業中にヒグマ、エゾシカの痕跡を含めて目撃した場合は、担当職員に連絡し、 対

応を仰ぐこと。特に、ヒグマを明確に目撃した場合で、担当職員と連絡が取れない場合は、警察

110 番または環境局環境都市推進部環境共生担当課（011-211-2879）、中央区役所（011-

231-2400）へ連絡すること。 
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〔公園編〕 

数量については、別紙「令和 8 年度 中央区公園街路樹維持管理業務（西部地区)公園数量調書」を

参照のこと。 

 

標準作業 

１ 清掃 

（１）清掃Ａ：拾い清掃は原則として、隔週とする。実施日は、隔週と週１回は月曜日、週２回は月・金

曜日を清掃日とする。 

（２）清掃Ｂ：春の掃き清掃は、４月下旬までに終えること。 

（３）清掃Ⅽ秋の清掃は、落ち葉の清掃を中心に行うこと。時期については、落ち葉の状況を見て最

も効果的な時期に行うこと。 

２ 排水清掃（桝清掃・側溝清掃） 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P11 ２清掃（７）による。 

３ ゴミ袋回収 

（１）町内会による公園管理委託業務等で発生した刈草等の回収について、担当職員から指示が

あった場合は、速やかに回収を行うこと。 

４ 放置ゴミ回収 

（１）放置されている家電、タイヤなどを発見した場合は、担当職員に報告し指示を受けること。 

（２）長期間放置されている自転車があれば担当職員と協議の上、警告書を貼り、写真撮影をした

上で、指示された市の保管場等に運搬すること。 

５ 草刈 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P11 ３草刈による。 

（２）実施時期については、３回の場合は、１回目は６月末を基本とし、２回目は７月上旬から夏休み

前まで、３回目は９月中旬から 10 月中旬をめどに行い、担当職員と協議して時期を決めること。

３回以外の場合は上記を参考に実施時期を担当職員と協議して決めること。 

６ ヤゴ取り・下枝取り 

（１）ヤゴ・下枝等が利用者および通行者の障害となる樹木を発見した場合は、速やかに作業を行

い、様式 22 業務週報で担当職員へ報告すること。 

（２）枝を取り払うことで樹形が著しく損なわれる場合、または全体的な剪定による対処が必要と思

われる場合は、担当職員と協議すること。 

７ 薬剤散布 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P8 ２農薬散布による。 

８ 支柱 

（１）巡回等により、支柱の破損を発見した場合は支柱を補修すること。 

（２）しゅろ縄が破損している場合は結束をし直すこと。 

（３）ただし、樹木が成長して支柱が不要と判断される場合は支柱を撤去すること。 

９ 生垣刈込 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P11 ４生垣による。 
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（２）施工時期は、年１回施工は６月下旬から７月下旬に行い。年２回施工は 1 回目を６月下旬から

７月下旬、２回目を 10 月に行うこと。枝が園路や歩道にせり出し、歩行者の支障とならないよう

に留意すること。 

10 寄植刈込 

（１）施工時期は、６月下旬から７月下旬に行い、樹勢や生育状況に応じて、切り戻し等を実施する

こと。 

11 藤棚剪定 

（１）指定されたフジについて、花期終了後、６月末までに、花がら摘み、伸びすぎたツルの切り戻し、

葉や枝が密集している個所の枝の除去を行うこと。 

12 公園樹木剪定 

（１）担当職員から指示があった場合は剪定作業を実施すること。また、剪定作業が必要である樹

木を発見した場合は、担当職員へ様式 22 業務週報で報告し協議のうえ、剪定作業を実施す

ること。 

（２）樹形、剪定の実施時期等については担当職員と協議すること。 

13 伐採・抜根  

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P12 ７樹木の伐採・伐

根による。 

14 樹木冬囲い 

（１）町内会管理の公園等も含めて、業務着手後に速やかに冬囲いを撤去すること。また、積雪前

11 月末までに冬囲いを設置すること。 

15 砂場整正  

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P12 ５砂場整正による。 

16 砂場砂撤去・補充 

（１）除去することが困難な量のガラスの破片が混入するなど、担当職員から指示を受けた場合は

砂場の砂を撤去すること。また、巡回等により、このように危険な状況を発見した場合は、直ち

に担当職員に報告し、立入禁止等の表示をすること。 

（２）砂場の砂が不足している場合（砂場枠の天端から 10 ㎝下がりを標準とする）は、担当職員と

協議のうえ砂を補充すること。 

（３）砂は洗砂とし購入品とする。 

17 ダスト舗装 

（１）巡回等により、ダスト舗装に公園利用の支障となるような水溜りや公園利用等による擦り減り

を発見した場合は、様式 22 業務週報で担当職員に報告し、補充すること。 

（２）ダストの敷き均し厚さは４㎝を標準とする。 

18 水飲み台蛇口交換 

（１）担当職員から指示があった場合は、蛇口交換をすること。蛇口は支給品とする。 

19 石積補修 

（１） 石積の破損を発見した場合は様式 22 業務週報で報告すること。また担当職員から指示があ   

った場合は石積を補修すること。 
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20 テニスコートネット（中部地区桑の実公園） 

（１）テニスコートが設置されている公園について、テニスコートオープン日前までにネットを設置す

ること。また、利用期間が終了した場合はネットを撤去すること。 

（２）オープン期間については担当職員と協議すること。 

（３）ネットが老朽化もしくは破損した場合は様式 22 業務週報で担当職員に報告すること。 

21 張芝 

（１）担当職員に指定された範囲に張芝を行うこと。なお、斜面など芝生が根付くまでにはがれてし

まう場所においては芝串を使用すること。 

（２）芝串を使用する場合は、公園利用者等が躓いてケガをしないよう十分に注意すること。 

（３）施工時期については担当職員と協議すること。 

22 除草 

（１）公園数量調書に記載されている公園の花壇等の除草をすること。また、宿根草や球根類には、

十分注意して作業すること。 

23 潅水 

（１）担当職員から指示があった場合は、灌水を行うこと。なお、公園の水飲台から水を使用する場

合は、公園利用者の妨げにならないよう十分注意すること。 

24 照明灯の灯具等の設置撤去取替 

（1）ナトリウムランプ、ナトリウム灯用安定期、自動点滅器、ＬＥＤ灯具、ＬＥＤライトバルブ等の交換

の際は、詳細について、担当職員と協議の上、札幌市造園工事標準図の LED 照明灯特記仕様

の規格に準じること。  

（2）担当職員の指示があった個所については、照明が自動点滅する時間に不点調査を行うこと。 

25 公園巡視点検 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P12 ６巡視点検及び施

設点検による。 

（２）通常期：５・７・10 月に、全ての公園施設について行い、異常が見られた場合は中央区特記様

式-１公園巡視点検報告書を写真等ともに担当職員に提出すること。 

点検の際は夏期公園巡視点検項目に沿って点検すること。 

（３）5 月の点検では、遊水路の通水の点検を行うこと。異常があった場合は、担当職員に報告する

こと。 

（４）冬期間：１・２月に、公園内の積雪状況と雪による施設の被害状況を点検すること。実施日は、

担当職員と協議の上、決定すること。施設の破損等の被害があった公園については、中央区特

記様式-１公園巡視点検報告書を写真等ともに担当職員に報提出すること。点検の際は冬期公

園巡視点検項目に沿って点検すること。 

 （５）危険な箇所を発見した場合は速やかに立ち入り禁止等の適切な措置を取ること。 

26 公園巡視点検（夜） 

（１）7 月中に、夜間に公園内の照明灯点灯を調査し中央区特記様式-１公園巡視点検報告書で報

告すること。実施日は、担当職員と協議の上、決定すること。 

27 冬囲い設置・撤去 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P９ ６冬囲い及び P12 
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６巡視点検及び施設点検（3）による。 

（２）業務着手後、融雪状況を見て、町内会管理の公園を含む指定された公園緑地等の遊具およ

び水飲み台の冬囲いや固定等を取り外すこと。 

（３）積雪前に町内会管理の公園を含む指定された公園緑地等の遊具および水飲み台の冬囲いや

固定等を行うものとする。水飲み台の閉栓時には、飲み口・蛇口にブルーシート等のしゅろ縄巻

きによる簡易養生水抜栓の開閉も行うこと。スノーポールを立てること。 

28 スノーポール設置 

（１）投雪で破損の恐れのある施設や遊具に設置すること。 

（２）設置時期について担当職員と協議すること。 

29 人力除雪 

（1）町内会管理の公園を含む公園緑地等に設置されている四阿や、藤棚等について過大な積雪

による施設の倒壊を防ぐこと、また、落雪による事故を防止するために雪降ろしを行うものとす

る。雪質によって異なるが実施目安の積雪高さは、50ｃｍ以上の場合であり協議により決定す

る。（期間中１回・その他別途指示時） 

30 カラスの巣  

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P9 4 カラスの巣の撤

去による。 

31 ハチの巣  

（1）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P9 ５ハチの巣撤去によ

る。 

32 樹木植栽 

（１）札幌市造園工事標準図 2-3 植栽工により植栽を行うこと。 

（２）樹種、樹木の規格、植栽箇所、植栽時期については担当職員の指示による。  

33 オンコ刈込・低木刈込 

（１）全体の樹形のバランスが崩れないように注意すること。 

（２）樹形が崩れてきた場合は、切り戻し等を行うこと。ただし、樹勢などを十分見極めたうえで実施

し、あまり強い刈込みは、樹勢を弱らせ枯らす原因ともなるので十分気を付けること。 

34 遊水路管理 

（1）遊水路の稼働期間は、令和 8 年６月 29 日（月曜日）から 8 月 30 日（日曜日）（63 日間）まで

とする。 

（2）運転時間は 10 時から 16 時までとする。 

（3）稼働開始２週間前までに、開放期間と使用時間等のお知らせを掲示すること。また、稼働終了

１週間前に終了のお知らせを掲示すること。 

（4）衛生管理上、ペット等の動物は利用できないものとする。 

35 遊水路点検 

（１）初回点検は、利用開始２週間程度前に、遊水路が正常に利用できるか設備専門業者による点

検を実施し、報告書を提出すること。 

36 遊水路巡視点検 

（１）期間中、毎日、朝と昼に 1 日 2 回行いその際、フィルターを清掃し、円滑な流水を確保するよう
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努めること。雨天や強風の荒天時は、担当職員と協議の上、遊水路の運転を停止すること。巡

視点検結果については、中央区特記様式-２遊水路巡視点検報告書を週報とともに提出するこ

と。 

（２）塩素による消毒を行っている遊水路は、巡視点検Ｂを行う際、塩素濃度の測定を行い、必要に

応じて補充を行うこと。（残留塩素濃度範囲0.4～1.0mg／L）残留塩素測定結果については、

中央区特記様式-3 残留塩素測定結果報告書を週報とともに提出すること。 

（３）洗剤や著しい汚れが混入した場合は運転を停止し、清掃と換水を行うこと。 

37 遊水路清掃 

（１）遊水路の運転期間中に指定された回数清掃を実施すること。清掃日は毎週月曜日を基本とす

る。 

（２）その際設備の稼動状況を確認すること。 

（３）清掃はガラスや石等の危険なものを完全に除去し、常に安全に気をつけること。遊水路周辺の

ごみ拾い、落ち葉清掃等も実施すること。 

38 遊水路監視清掃員（東部地区山鼻公園） 

（１）期間中、毎日管理人を常駐させ（９時から 17 時）、事故の無いように安全管理に努めること。 

（２）常駐期間中は業務日報をつけ、利用者の要望等を記入すること。利用者への注意や意見を行

う場合、丁寧に事情を説明し、円滑な利用を促すこと。 

39 仮設ハウス撤去設置（東部地区山鼻公園） 

（1）遊水路運転期間中は、監視清掃員を常駐させるため、プレハブの管理小屋を公園内に設置す

ること。設置場所は事前に担当職員の了解を得ること。 

40 簡易看板設置 

（1）担当職員の指示があった場合に設置すること。 

（2）設置箇所、時期、規格、内容について、担当職員の指示による。 

41 外柵補修 

（１）巡回時にネットフェンス等の異常個所を発見した場合、中央区特記様式-１公園巡視点検報告

書と写真等を担当職員に提出すること。 

（２）ネットフェンスの針金など、放置すると怪我に繋がるような場合はテープなどで応急処置を行

い、担当職員に報告すること。  
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〔街路樹編〕 

数量については、別紙「令和８年度 中央区公園街路樹等維持管理業務（西部地区)街路樹数量調

書」を参照のこと。 

標準作業 

１ 植樹桝・帯清掃 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和８年度版）P14 １植樹桝・緑地帯清

掃による。植樹桝、植樹帯の清掃は春一番に拾い掃き清掃を行うものとする。 

２ 草刈  

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和８年度版）P14 ２植樹桝・緑地帯

草刈による。 

３ ヤゴ取り 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和８年度版）P14 ３樹木管理（6）ヤ

ゴ取りによる。 

（２）ヤゴは、幹又は根部に沿って付け根から、剪定ばさみ等で切除すること。(B は C=50 ㎝以上

に適用) 

４ 樹木下枝取り  

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P14 ３樹木管理（7）樹

木下枝取りによる。 

（２）交通の支障や美観上問題となる下枝やヒコバエ等の除去を行うこと。 

５ 薬剤打込 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P８ ２農薬散布による。 

６ 支柱結束  

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P14 ３樹木管理（4）樹

木結束による。 

（２）樹木を損傷しないよう保護材、しゅろ縄、鉄線等を丁寧に取り除き、新しい材料をもって樹幹

に緊密に固着するよう保護材等を巻き、しゅろ縄で結束すること。 

７ 支柱取付及び撤去 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P14 ３樹木管理（3）支

柱取付、及び（5）支柱撤去による。 

９ 生垣刈込 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P14 ３樹木管理（8）生

垣刈込による。 

10 寄植刈込 

（１）樹木の特性に応じて、高さや枝幅に注意しつつ、枯枝・枯株・実生木の除去等を行い、面的に

刈込むこと。 

11 除草 

（１）植樹桝・植樹帯の既存植物を傷めないよう注意しながら雑草を根から抜き取ること。なお、実

生木、つる性植物等を除去し、ごみ類は拾い集め処理すること。 
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12 樹木剪定 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P14 ３樹木管理（1）樹

木剪定による。 

（２）剪定一般的事項 

別添の数量表に指定された路線・樹種について、剪定を行うこととするが、樹種が混在してい

る路線は指定された樹種以外も担当職員と協議の上、実施すること。剪定作業時には、原則

として樹種ごとに見本切りを行い、剪定の強さについて担当職員と協議をした上で決定するこ

と。 

（３）作業計画表を担当職員に提出し、承認を受けてから作業を行うこと。 

（４）夏期剪定 

樹冠内の風通しを良くし、風倒防止のために行うものである。 

対象樹種：ニセアカシア、ネグンドカエデ、シダレヤナギ等 

実施期間：７月後半から実施し、８月末までに完了すること。 

（５）秋の剪定 

風による風倒防止と、落ち葉の過度な散乱を防ぐために、９月中旬から実施し、11 月上旬（落

ち葉落下）までに剪定を行うものである。 

  対象樹種：プラタナス 

（６）冬期剪定 

冬期剪定は、枝のバランスを見ながら樹木全体の骨格をつくるためのものである。 

対象樹種：指定された樹種、路線 

実施期間：12 月から２月末 

13 伐採・抜根 

（１） 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P15 ６樹木の伐採・抜      

根による。 

（２） 伐採抜根の際は、２週間前を目安に周知看板を設置すること。看板の文面については担当職   

員と協議すること。 

14 街路巡視点検 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P114 ５巡視点検によ

る。 

（２）３月～5 月、7 月～12 月の期間に月に１回 計 9 回（実施は原則第２週）実施すること。（6 月

は徒歩巡回） 

・パトロールでは樹木の根元、幹、樹形等視野を広げて注意深く巡視を行うこと。 

・パトロール後、速やかに異常（樹木の枯れ、半枯れ、枝折れ、枯れ枝、越境枝、腐朽、傷、剪定

の必要性、異常な樹形・枝等）の有無について中央区特記様式-４路線パトロール報告書を

提出すること。 

・路線パトロールは運転手のほかに、必ず 1 名以上乗車し行うこと。 

・台風強風等で別途指示があった場合は、追加でパトロールを行うこと。 

・枝折れ、枯れ枝等、簡易な処理ですむ場合は、速やかに処理すること。その都度、処理前と

処理後の写真を撮影し後日提出すること。 
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・パトロール中は下記表示板を車両に明示し、黄色の回転灯をつけること。 

中央区街路樹パトロール中 

 会社名：＊＊＊＊＊＊＊＊ＪＶ  

15  樹木冬囲い撤去および設置 

業務着手後、速やかに冬囲いを撤去し、12 月上旬の積雪前までに冬囲いを行うものとする。 

16 桝花壇用花苗配布 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P14 ４花苗配布による。 

（２）町内会、学校等の申込みに応じて、指定された花苗を５月中旬から６月初旬の指定日に配達

すること。事前に担当職員が調整した種類、数量、配達日時を事前又は当日に申込者に連

絡し、写真と納品伝票を整理し提出すること。 

17 カラスの巣撤去  

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P９ ４カラスの巣撤去に

よる。 

18 ハチの巣撤去 

（１）札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書（令和 8 年度版）P9 ５ハチの巣撤去によ

る。 

19 交通誘導員 

（１）樹木剪定、下枝取り、植樹桝草刈、植樹帯草刈に際しては、交通誘導員を配置すること。 

（２）配置にあたっては、施工計画書に計画図を添付し、業務主任の承諾を得ること。配置人数につ

いては、歩道幅員や交通量など必要に応じて配置し、月ごとの人数の集計と累計数量を報

告すること。 

20 癒合剤塗布 

（１）耐病性が低い樹種の剪定や太枝の剪定では切断面に防腐処理のため癒合剤を塗布すること

とし、担当職員の指示を仰ぐこと。 

21 藤棚剪定（東部地区） 

指定されたフジについて、花期終了後、６月末までに、花がら摘み、伸びすぎたツルの切り戻し、

葉や枝が密集している個所の枝の除去を行うこと。 

22 オンコ刈込・低木刈込 

（１）全体の樹形のバランスが崩れないように注意すること。 

（２）樹形が崩れてきた場合は、切り戻し等を行うこと。ただし、樹勢などを十分見極めたうえで実施

し、あまり強い刈込みは、樹勢を弱らせ枯らす原因ともなるので十分気を付けること。 

23 シンボル樹木剪定 

（１）特に慎重な管理が求められる樹木であるため、下記の項目を確実に実施すること。 

・シンボル樹木の剪定箇所は、別紙位置図、数量表のとおりである。 

・剪定は、10 月以降に行うものとするが、針葉樹は真夏を除く晩夏～初秋とする。また、作業計

画表を提出し、担当職員と協議すること。 

・剪定方法や剪定の強さについては、担当職員と十分協議し実施すること。 

・ブレーシングをしている樹木については、安全性や施工方法などについて担当職員と協議の上、

実施すること。 （No,1103 ケヤキ） 
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24 ボリュームアップ剪定 

ボリュームアップ剪定は主要幹線の街路樹の充実を図るため樹冠の大きさを保つよう剪定を

行うものであり、街路剪定の対象となる路線、剪定方法、剪定時期等については担当職員の

指示を仰ぐこと。 

25 フッキソウ植栽（東部地区） 

    駅前広場の中央分離帯の補植を行うもの。春に必要箇所を調査し担当職員に確認の上補植す

ること。その際、赤土敷き均し、土性改良、潅水等を担当職員の指示により行うこと。 

26 街路樹植栽 

補植する街路樹の樹種と位置、数量については、担当職員と協議の上、補植作業は降雪期の

前に実施すること。なお、補植樹種については、路線ごとの樹種計画に従うものとするため、

既存樹種とはことなることがある。 

27 徒歩巡回 

（1）6 月に街路樹の異常（枯れ、半枯れ、枯れ枝、傷、腐朽結束、病害虫の有無、樹勢、建築限界、

越境、傾斜）について、倒木を未然に防ぐことを主な目的として、徒歩巡回で点検を行うこと。

また、支柱の有無、桝土の状況、空き桝などについても確認すること。支障のある樹木は、住

宅地図と写真を添付し中央区特記様式-５で報告すること。 

（2）支柱などの樹木への食い込みや接触に注意するとともに、丸太支柱については樹木の状況か

ら設置の必要性を判断すること。 

（3）街路樹の根による舗装の破損や縁石のずれなどの異常についても、点検し報告すること。 

28 シンボル樹木巡視 

（１）シンボル樹木の巡視点検を行い、枯枝の有無・衰弱・病気（菌類の有無）等を確認し異常箇所

や危険箇所について、写真を添付し中央区特記様式-６で報告すること。 

（２）巡視時期は下記とする。また、台風強風等で別途指示があった場合は、追加でパトロールを行

うこと。  6 月に 1 回 

29 道路落ち葉清掃（東部地区・中部地区） 

道路落ち葉等清掃は、落葉時期に適期を逃さないように十分注意し、指定した路線の落ち

葉等の掃き清掃を行うこと。なお、作業に際しては歩道部を中心に、状況により縁石沿い、

雨水桝周辺も行うこと。 

30 その他廃止及び樹種更新対象路 

・廃止路線及び樹種更新路線の実施時期は担当職員と協議のうえ決定すること。 

・樹種更新路線の補植時期については担当職員と協議のうえ決定すること。 

・伐採抜根の際は、２週間前を目安に周知看板を設置すること。看板の文面については担当職員と

協議すること。 
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【中央区特記様式集】 

中央区特記様式-１ 公園巡視点検報告書 （夏期公園巡視点検項目）（冬期公園巡視点検項目） 

中央区特記様式-２ 遊水路巡視点検報告書 

中央区特記様式-３ 残留塩素測定結果報告書 

中央区特記様式-４ 路線パトロール報告書    

中央区特記様式-５ 街路樹点検調査(徒歩巡回)報告書 

中央区特記様式-６ シンボル樹木巡視点検報告書 

 



















区分 工種 種別 単位 公園 街路樹 合計

直接業務費 標準作業 清掃・草刈 １式

樹木管理 １式

施設管理 １式

歩道美化 １式

鳥獣対応 １式

安全費 １式

小計 １式

地区特有作業 樹木管理 １式

施設管理 １式

廃棄物処理 １式

小計 １式

合計 １式

共通仮設費 共通仮設費（率計上） １式

合計 １式

純業務費 １式

現場管理費 １式

業務原価 １式

一般管理費 １式

業務価格 １式

消費税等相当額 １式

業務委託料 １式

中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西部地区）
業務委託料総括表



●

・ 工事番号 → 業務番号

・ 工事名 → 業務名

・ 工事区分 → 業務区分

・ 直接工事費 → 直接業務費

・ 純工事費 → 純業務費

・ 工事原価 → 業務原価

・ 工事価格 → 業務価格

・ 工事費計 → 業務委託料

札幌市

内訳書の表記について

設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【公 当　  初 公園緑地整備･改修

園編】 公園・街路樹等維持管理

公園・街路樹等維持管理

        1    式

　標準作業

　

　         1    式

　　清掃・草刈

　　

　　         1    式

　　　清掃

　　　

　　　         1    式 内-1号

　　　草刈

　　　

　　　         1    式 内-2号

　　樹木管理

　　

　　         1    式

　　　下枝・支柱・薬剤

　　　

　　　         1    式 内-3号

　　　低木等管理

　　　

　　　         1    式 内-4号

　　　高木剪定

　　　

　　　         1    式 内-5号

　　　伐採

　　　

　　　         1    式 内-6号

　　　抜根

　　　

　　　         1    式 内-7号

　　　樹木冬囲い

　　　

　　　         1    式 内-8号

                                  札幌市- 1 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【公 当　  初 公園緑地整備･改修

園編】 公園・街路樹等維持管理

　　施設管理

　　

　　         1    式

　　　砂場・広場等

　　　

　　　         1    式 内-9号

　　　照明灯

　　　

　　　         1    式 内-10号

　　　巡視点検

　　　

　　　         1    式 内-11号

　　　施設冬囲い

　　　

　　　         1    式 内-12号

　　鳥獣対応

　　

　　         1    式

　　　カラス・ハチ

　　　

　　　         1    式 内-13号

　区特有作業

　

　         1    式

　　樹木管理

　　

　　         1    式

　　　樹木植栽等

　　　

　　　         1    式 内-14号

　　　低木管理

　　　

　　　         1    式 内-15号

　　施設管理

　　

　　         1    式

                                  札幌市- 2 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【公 当　  初 公園緑地整備･改修

園編】 公園・街路樹等維持管理

　　　遊水路管理

　　　

　　　         1    式 内-16号

　　　砂場・広場等

　　　

　　　         1    式 内-17号

　　廃棄物処理

　　

　　         1    式

　　　廃棄物処理費

　　　

　　　         1    式 内-18号

直接工事費

        1    式

共通仮設費

        1    式

　共通仮設費（率計上）

　

　         1    式

純工事費

        1    式

　現場管理費

　

　         1    式

工事原価

        1    式

　一般管理費等

　

　         1    式

工事価格

        1    式

                                  札幌市- 3 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【公 当　  初 共通仮設費

園編】 共通仮設費

消費税等相当額

        1    式

工事費計

        1    式

                                  札幌市- 4 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

清掃

2025.11
第  1号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

清掃Ａ 週１回程度の清掃　拾い集め型

1000m2     1,440    単－   1号

清掃Ｂ 春１回目の清掃　拾い＋掃き

1000m2       175    単－   2号

清掃Ｃ 秋の清掃　拾い＋掃き

1000m2       186    単－   3号

Ｕ型側溝除芥清掃

m     1,900    単－   4号

放置ゴミ回収 家電・自転車・タイヤなど

回         1    単－   5号

ゴミ袋回収 40L

袋        10    単－   6号

桝清掃(人力清掃工) 蓋有　25cm以上

箇所       145    単－   7号

        合  計

                                  札幌市- 1 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

草刈

2025.11
第  2号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

草刈りＤ 急斜面　刈払機　片付含む

100m2       384    単－   8号

草刈りＩ モア：手刈/95：5　片付含む

100m2     2,030    単－   9号

        合  計

                                  札幌市- 2 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

下枝・支柱・薬剤

2025.11
第  3号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

ヤゴ取りＡ Ｃ50cm以下

本        13    単－  10号

ヤゴ取りＢ Ｃ50cm以上

本        10    単－  11号

樹木下枝取り

本        10    単－  12号

薬剤カプセル打込みＤ 公園樹など　対象樹木10本未満の場合　薬剤（支給品

）

本        10    単－  13号

支柱取付B-2 二脚鳥居支柱A　購入品

組         1    単－  14号

支柱取付K-2 八ッ掛(丸太)支柱A　購入品

組         1    単－  15号

支柱撤去B 二脚鳥居支柱A　片付含む

組         1    単－  16号

支柱撤去K 八ッ掛(丸太)支柱A　片付含む

組         1    単－  17号

        合  計

                                  札幌市- 3 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

低木等管理

2025.11
第  4号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

生垣刈込B 0.75≦H＜1.5m　片付含む

m     2,830    単－  18号

生垣刈込C 1.5m≦H　片付含む

m       158    単－  19号

寄植刈込A H＜1.5m　片付含む

m2       776    単－  20号

藤棚剪定

m2       116    単－  21号

        合  計

                                  札幌市- 4 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

高木剪定

2025.11
第  5号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

公園樹木剪定A 30＜C≦60cm　人力　片付含む

本         5    単－  22号

公園樹木剪定B 60＜C≦90cm　人力　片付含む

本         3    単－  23号

公園樹木剪定C 90＜C≦105cm　人力　片付含む

本         3    単－  24号

公園樹木剪定D 105＜C≦120cm　人力　片付含む

本         5    単－  25号

公園樹木剪定E 120＜C≦150cm　人力　片付含む

本         5    単－  26号

公園樹木剪定F 8.0＜H≦12.0m　高所作業車使用　片付含む

本        14    単－  27号

公園樹木剪定G 12.0＜H≦18.5m　高所作業車使用　片付含む

本        15    単－  28号

公園樹木剪定H 18.5＜H≦23.0m　高所作業車使用　片付含む

本        25    単－  29号

        合  計

                                  札幌市- 5 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

伐採

2025.11
第  6号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

伐採Ａ Ｃ15以上20未満

本        11    単－  30号

伐採Ｂ Ｃ20以上30未満

本        11    単－  31号

伐採Ｃ Ｃ30以上40未満

本        11    単－  32号

伐採Ｄ Ｃ40以上60未満

本         1    単－  33号

伐採Ｅ Ｃ60以上80未満

本         1    単－  34号

伐採Ｆ Ｃ80以上100未満

本         1    単－  35号

伐採Ｇ Ｃ100以上120未満

本         1    単－  36号

伐採Ｈ Ｃ120以上150未満

本         2    単－  37号

伐採Ｉ Ｃ150以上

本         8    単－  38号

        合  計

                                  札幌市- 6 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

抜根

2025.11
第  7号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

抜根Ａ Ｃ30未満

本         1    単－  39号

抜根Ｂ Ｃ30以上60未満

本         1    単－  40号

抜根Ｃ Ｃ60以上90未満

本         1    単－  41号

抜根Ｄ Ｃ90以上120未満

本         1    単－  42号

抜根Ｅ Ｃ120以上150未満

本         1    単－  43号

抜根Ｆ Ｃ150以上

本         1    単－  44号

        合  計

                                  札幌市- 7 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木冬囲い

2025.11
第  8号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

樹木冬囲いＢ 低木　女竹使用　H1.2m,W0.8m　購入品

組       116    単－  45号

樹木冬囲いＣ 低木　晒竹使用　H1.2m,W0.8m　購入品

組        77    単－  46号

樹木冬囲いＤ 低木　縄1回巻き　H0.6m,W0.3m　購入品

組     1,851    単－  47号

樹木冬囲いＥ 低木　縄2回巻き　H0.9m,W0.5m　購入品

組     1,007    単－  48号

樹木冬囲いＦ 低木　縄3回巻き　H1.2m,W0.8m　購入品

組       848    単－  49号

樹木冬囲いＪ 低木　むしろ2枚　H2.0m,W1.0m　晒竹使用　購入品

組         9    単－  50号

樹木冬囲い撤去Ｂ 低木　H1.2m,W0.8m

組       116    単－  51号

樹木冬囲い撤去Ｃ 低木　H1.2m,W0.8m

組        77    単－  52号

樹木冬囲い撤去Ｄ 低木　縄1回巻き　H0.6m,W0.3m

組     1,851    単－  53号

樹木冬囲い撤去Ｅ 低木　縄2回巻き　H0.9m,W0.5m

組     1,007    単－  54号

樹木冬囲い撤去Ｆ 低木　縄3回巻き　H1.2m,W0.8m

組       848    単－  55号

樹木冬囲い撤去Ｊ 低木、むしろ2枚　H2.0m,W1.0m

組         9    単－  56号

                                  札幌市- 8 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木冬囲い

2025.11
第  8号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

        合  計

                                  札幌市- 9 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

砂場・広場等

2025.11
第  9号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

張芝Ａ 芝串なし

m2         1    単－  57号

水飲み台蛇口交換

 ヶ所         1    単－  58号

グラウンド土補充 砂

m3         1    単－  59号

グラウンド土補充 黒土

m3         1    単－  60号

グラウンド土補充 赤土

m3         1    単－  61号

除草A 花壇草取(まばら)

m2     6,359    単－  62号

広場整正B ダスト舗装　仕上げ厚4cm　機械施工

m2         1    単－  63号

石積補修A 天端、端面仕上

m2         1    単－  64号

砂場砂補充 (購入品)

m3         1    単－  65号

砂場砂撤去

m3         1    単－  66号

砂場整正 異物除去　砂起こしt=200

m2       520    単－  67号

        合  計

                                  札幌市- 10 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

照明灯

2025.11
第  10号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

ナトリウムランプ取替Ｃ NH180W　

個         1    単－  68号

ナトリウム灯用安定器取替 NH180W；高力率200V（支給品）

Ｃ

個         1    単－  69号

自動点滅器取替Ｃ 200V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；3A　

個         1    単－  70号

不点調査

箇所         1    単－  71号

ＬＥＤライトバルブ交換 HF100W級　

箇所         1    単－  72号

ＬＥＤライトバルブ交換 HF200W級

箇所         1    単－  73号

        合  計

                                  札幌市- 11 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

巡視点検

2025.11
第  11号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

公園巡視点検(昼)

箇所       369    単－  74号

公園巡視点検(夜)

箇所        72    単－  75号

        合  計

                                  札幌市- 12 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

施設冬囲い

2025.11
第  12号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

人力除雪

m3     1,406    単－  76号

水飲み台冬囲いA 開栓・閉栓

基        53    単－  77号

遊具（ﾌﾞﾗﾝｺ・ｼｰｿｰ等）冬 養生材支給品（縄材除く）

囲い設置

基        78    単－  78号

遊具（ﾌﾞﾗﾝｺ・ｼｰｿｰ等）冬

囲い撤去

基        78    単－  79号

スノーポール設置 支給品 再利用

基        60    単－  80号

スノーポール撤去 支給品 再利用

基        60    単－  81号

遊具（鉄棒）冬囲い設置・

撤去

基        34    単－  82号

        合  計

                                  札幌市- 13 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

カラス・ハチ

2025.11
第  13号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

カラスの巣撤去Ｂ 高所作業車12m級　計画撤去

箇所         1    単－  83号

ハチの巣撤去 高所作業車が必要な場合は別途計上

箇所         1    単－  84号

        合  計

                                  札幌市- 14 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木植栽等

2025.11
第  14号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

エゾヤマザクラ植栽 H3.5C0.15W0.8 二脚鳥居支柱A 客土・土改剤

本         1    単－  85号

        合  計

                                  札幌市- 15 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

低木管理

2025.11
第  15号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

オンコ刈込 H1.2m以上　片付け含む　改訂5版公園・緑地の維持管

理と積算

株        16    単－  86号

低木刈込 H0.45ｍ未満　片付け含む　改訂5版公園・緑地の維持

管理と積算

株       325    単－  87号

        合  計

                                  札幌市- 16 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

遊水路管理

2025.11
第  16号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

遊水路巡視点検B 策定単価、初回点検、ろ過装置なし、宮の森杉の子公

園、幌西自転車公園

箇所         2    単－  88号

遊水路巡視点検Ｂ 2回/日　宮の森杉の子公園、幌西自転車公園

日       126    単－  89号

遊水路清掃Ｂ Bﾗﾝｸ　週1回程度　宮の森杉の子公園　20㎡

回         9    単－  90号

遊水路清掃Ｂ Bﾗﾝｸ　週1回程度　幌西自転車公園　6㎡

回         9    単－  91号

        合  計

                                  札幌市- 17 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

砂場・広場等

2025.11
第  17号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

外柵補修D  ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ張替 H180 W150　着色塗装鉄線φ3.2×50mm

m         1    単－  92号

簡易看板設置A 木杭1本（L=1.2～1.8m)支柱　看板支給品

基         1    単－  93号

簡易看板設置B 木杭2本（L=1.2～1.8m)支柱　看板支給品

基         1    単－  94号

        合  計

                                  札幌市- 18 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

廃棄物処理費

2025.11
第  18号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

木くず処理 事業系一般廃棄物　木くず等（破砕,焼却）

t        40    単－  95号

木くず処理 事業系一般廃棄物　剪定枝等（再生）　税抜

t        20    単－  96号

木材買取 根株買取（t：水分無調整重量）土は極力除くこと　

全ての間接費対象外

t        -1    単－  97号

木材買取  長材買取（m3換算：空隙率50%）持込　幹材(末口φ6-

 50cm*L2.4m-，又は末口φ50cm-*L2.0m-)　全ての間接

費対象外 m3        -1    単－  98号

木材買取 枝条・ﾀﾝｺﾛ買取　土は極力除くこと　全ての間接費対

象外

t        -1    単－  99号

        合  計

                                  札幌市- 19 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【街 当　  初 公園緑地整備･改修

路樹編】 公園・街路樹等維持管理

公園・街路樹等維持管理

        1    式

　標準作業

　

　         1    式

　　清掃・草刈

　　

　　         1    式

　　　清掃

　　　

　　　         1    式 内-1号

　　　草刈

　　　

　　　         1    式 内-2号

　　樹木管理

　　

　　         1    式

　　　下枝・支柱・薬剤

　　　

　　　         1    式 内-3号

　　　低木等管理

　　　

　　　         1    式 内-4号

　　　高木剪定

　　　

　　　         1    式 内-5号

　　　伐採

　　　

　　　         1    式 内-6号

　　　抜根

　　　

　　　         1    式 内-7号

　　　巡視点検

　　　

　　　         1    式 内-8号

                                  札幌市- 1 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【街 当　  初 公園緑地整備･改修

路樹編】 公園・街路樹等維持管理

　　　樹木冬囲い

　　　

　　　         1    式 内-9号

　　歩道美化

　　

　　         1    式

　　　花苗配布

　　　

　　　         1    式 内-10号

　　　ﾏｲﾀｳﾝ・ﾏｲﾌﾗﾜｰ

　　　

　　　         1    式 内-11号

　　鳥獣対応

　　

　　         1    式

　　　カラス・ハチ

　　　

　　　         1    式 内-12号

　　安全費

　　

　　         1    式

　　　交通管理

　　　

　　　         1    式 内-13号

　区特有作業

　

　         1    式

　　樹木管理

　　

　　         1    式

　　　下枝・支柱・薬剤

　　　

　　　         1    式 内-14号

　　　低木等管理

　　　

　　　         1    式 内-15号

                                  札幌市- 2 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【街 当　  初 公園緑地整備･改修

路樹編】 公園・街路樹等維持管理

　　　シンボル樹木剪定

　　　

　　　         1    式 内-16号

　　　樹木植栽等

　　　

　　　         1    式 内-17号

　　　巡視点検

　　　

　　　         1    式 内-18号

　　廃棄物処理

　　

　　         1    式

　　　廃棄物処理費

　　　

　　　         1    式 内-19号

直接工事費

        1    式

共通仮設費

        1    式

　共通仮設費（率計上）

　

　         1    式

純工事費

        1    式

　現場管理費

　

　         1    式

工事原価

        1    式

　一般管理費等

　

　         1    式

                                  札幌市- 3 -



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

R8年度　中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【街 当　  初 共通仮設費

路樹編】 共通仮設費

工事価格

        1    式

消費税等相当額

        1    式

工事費計

        1    式

                                  札幌市- 4 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

清掃

2025.11
第  1号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

植樹桝・帯清掃 拾い＋掃き

1000m2        19.4  単－   1号

        合  計

                                  札幌市- 1 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

草刈

2025.11
第  2号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

草刈りＬ 刈払機：手刈/95：5　片付含む

100m2       575    単－   2号

        合  計

                                  札幌市- 2 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

下枝・支柱・薬剤

2025.11
第  3号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

ヤゴ取りＡ Ｃ50cm以下

本       100    単－   3号

樹木下枝取り

本       100    単－   4号

薬剤散布Ｃ 薬剤（支給品）

10L         0.1  単－   5号

薬剤カプセル打込みＢ 街路樹など 対象樹木10本未満の場合　薬剤（支給品

）

本         1    単－   6号

薬剤カプセル打込みＦ 半日程度の連続作業　公園・街路の分けなし　対象樹

木10本以上20本未満　薬剤（支給品）

本         1    単－   7号

薬剤カプセル打込みＨ 1日以上の連続作業　公園・街路の分けなし　対象樹

木20本以上　薬剤（支給品）

本         1    単－   8号

支柱結束Ａ 二脚鳥居型　Ｃ30cm標準

本         1    単－   9号

街路樹支柱撤去A 高木用支柱各種　運搬費含む

組         1    単－  10号

支柱取付Ａ-3 二脚鳥居型添木付　購入品

組         1    単－  11号

支柱取付Ｂ-3 二脚鳥居型添木無　購入品L=1.8m

組         1    単－  12号

        合  計

                                  札幌市- 3 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

低木等管理

2025.11
第  4号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

除草C 花壇草取(密生)

m2       306    単－  13号

        合  計

                                  札幌市- 4 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

高木剪定

2025.11
第  5号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

街路樹木剪定Ａ C＜30cm

本         1    単－  14号

街路樹木剪定Ｂ 30≦C＜60cm

本         1    単－  15号

街路樹木剪定Ｃ 60≦C＜90cm

本         1    単－  16号

街路樹木剪定Ｄ 90≦C＜105cm

本         5    単－  17号

街路樹木剪定Ｅ 105≦C＜120cm

本        30    単－  18号

街路樹木剪定Ｆ 120≦C＜150cm

本        35    単－  19号

街路樹木剪定Ｍ H=12M程度

本       363    単－  20号

街路樹木剪定Ｎ H=18M程度

本        22    単－  21号

街路樹木剪定Ｏ H=22M程度

本        26    単－  22号

        合  計

                                  札幌市- 5 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

伐採

2025.11
第  6号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

伐採Ａ Ｃ15以上20未満

本         1    単－  23号

伐採Ｂ Ｃ20以上30未満

本         1    単－  24号

伐採Ｃ Ｃ30以上40未満

本         1    単－  25号

伐採Ｄ Ｃ40以上60未満

本         1    単－  26号

伐採Ｅ Ｃ60以上80未満

本         1    単－  27号

伐採Ｆ Ｃ80以上100未満

本         1    単－  28号

伐採Ｇ Ｃ100以上120未満

本         1    単－  29号

伐採Ｈ Ｃ120以上150未満

本         1    単－  30号

伐採Ｉ Ｃ150以上

本         1    単－  31号

        合  計

                                  札幌市- 6 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

抜根

2025.11
第  7号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

抜根Ａ Ｃ30未満

本         1    単－  32号

抜根Ｂ Ｃ30以上60未満

本         2    単－  33号

抜根Ｃ Ｃ60以上90未満

本         4    単－  34号

抜根Ｄ Ｃ90以上120未満

本         8    単－  35号

抜根Ｅ Ｃ120以上150未満

本         3    単－  36号

抜根Ｆ Ｃ150以上

本         1    単－  37号

        合  計

                                  札幌市- 7 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

巡視点検

2025.11
第  8号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

パトロール業務Ａ 昼、ライトバン

km       492    単－  38号

        合  計

                                  札幌市- 8 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木冬囲い

2025.11
第  9号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

樹木冬囲いＢ 低木　女竹使用　H1.2m,W0.8m　購入品

組         1    単－  39号

樹木冬囲いＣ 低木　晒竹使用　H1.2m,W0.8m　購入品

組         1    単－  40号

樹木冬囲いＤ 低木　縄1回巻き　H0.6m,W0.3m　購入品

組       508    単－  41号

樹木冬囲いＥ 低木　縄2回巻き　H0.9m,W0.5m　購入品

組       295    単－  42号

樹木冬囲いＦ 低木　縄3回巻き　H1.2m,W0.8m　購入品

組        41    単－  43号

樹木冬囲いＧ 低木　むしろ1枚　H1.2m,W0.8m　女竹使用　購入品

組         3    単－  44号

樹木冬囲い撤去Ｂ 低木　H1.2m,W0.8m

組         1    単－  45号

樹木冬囲い撤去Ｃ 低木　H1.2m,W0.8m

組         1    単－  46号

樹木冬囲い撤去Ｄ 低木　縄1回巻き　H0.6m,W0.3m

組       508    単－  47号

樹木冬囲い撤去Ｅ 低木　縄2回巻き　H0.9m,W0.5m

組       295    単－  48号

樹木冬囲い撤去Ｆ 低木　縄3回巻き　H1.2m,W0.8m

組        41    単－  49号

樹木冬囲い撤去Ｇ 低木　むしろ1枚　H1.2m,W0.8m

組         3    単－  50号

                                  札幌市- 9 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木冬囲い

2025.11
第  9号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

        合  計

                                  札幌市- 10 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

花苗配布

2025.11
第  10号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

桝花壇用花苗配布 1年草

株    10,000    単－  51号

        合  計

                                  札幌市- 11 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

ﾏｲﾀｳﾝ・ﾏｲﾌﾗﾜｰ

2025.11
第  11号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

播種用培養土配布 5L入り※株式会社花ごころ「さし芽種まきの土」程度

袋         1    

        合  計

                                  札幌市- 12 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

カラス・ハチ

2025.11
第  12号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

カラスの巣撤去Ｂ 高所作業車12m級　計画撤去

箇所         1    単－  52号

ハチの巣撤去 高所作業車が必要な場合は別途計上

箇所         1    単－  53号

        合  計

                                  札幌市- 13 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

交通管理

2025.11
第  13号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ａ

人日        10    単－  54号

交通誘導警備員Ｂ

人日       160    単－  55号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

下枝・支柱・薬剤

2025.11
第  14号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

ヤゴ取りＢ Ｃ50cm以上

本        10    単－  56号

癒合材塗布 癒合面積0.2ｍ×0.5ｍ程度、トップジン支給品、幹巻

き養生、策定歩掛

箇所         5    単－  57号

        合  計

                                  札幌市- 15 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

低木等管理

2025.11
第  15号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

オンコ刈込 H1.2ｍ以上　片付け含む　改訂5版公園・緑地の維持

管理と積算

株        10    単－  58号

低木刈込 H0.45m未満　片付け含む　改訂5版公園・緑地の維持

管理と積算

株       140    単－  59号

        合  計

                                  札幌市- 16 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

シンボル樹木剪定

2025.11
第  16号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

大径木剪定A H＝10～15ｍ程度、高所作業車使用、片付け含む、策

定歩掛

本         1    単－  60号

大径木剪定B H＝15～20ｍ程度、高所作業車使用、片付け含む、策

定歩掛

本         3    単－  61号

大径木剪定C H＝20～25ｍ程度、高所作業車使用、片付け含む、策

定歩掛

本         1    単－  62号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

樹木植栽等

2025.11
第  17号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

街路樹植栽C ハシドイ；H3.5・C0.15；客土・土壌改良剤含む　二

脚鳥居支柱添木付

本         3    単－  63号

街路樹植栽D ヤマモミジ；H3.5・C0.15；客土・土壌改良剤含む　

二脚鳥居支柱添木付

本         1    単－  64号

街路樹植栽F イチョウ；H3.5・C0.15；客土・土壌改良剤含む　二

脚鳥居支柱添木付

本         1    単－  65号

街路樹植栽H ナナカマド；H3.5・C0.15；客土・土壌改良剤含む　

二脚鳥居支柱添木付

本         1    単－  66号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

巡視点検

2025.11
第  18号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

徒歩巡視 策定歩掛　年1回

ｋｍ        54.7  単－  67号

シンボル樹木巡視 策定歩掛　年1回

本        12    単－  68号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

廃棄物処理費

2025.11
第  19号内訳書 2025.11

1.000-00000002000

木くず処理 事業系一般廃棄物　木くず等（破砕,焼却）

t        90    単－  69号

木くず処理 事業系一般廃棄物　剪定枝等（再生）　税抜

t        20    単－  70号

木材買取 根株買取（t：水分無調整重量）土は極力除くこと　

全ての間接費対象外

t        -1    単－  71号

木材買取  長材買取（m3換算：空隙率50%）幹材(末口φ6-50cm*L

 2.4m-，又は末口φ50cm-*L2.0m-)　全ての間接費対象

外 m3        -1    単－  72号

木材買取 枝条・ﾀﾝｺﾛ買取　土は極力除くこと　全ての間接費対

象外

t        -1    単－  73号

        合  計
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1

標準作業

清掃Ａ 清掃Ａ 清掃Ｂ 清掃Ｃ 清掃C 集水枡 U型側溝
ゴミ袋
回収

草刈D
薬剤
カプ
セル

支柱 支柱 支柱 支柱
生垣

刈込Ｃ
寄植 藤棚 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木

秋 秋 街渠枡 清掃 法面 取付 取付 撤去 撤去 剪定 整枝A 整枝B 整枝C 整枝D 整枝E 整枝F 整枝G 整枝H

1回 2回 清掃 泥上 40L 年3回 年2回 年2回 B-2 K-2 B K 年1回 年2回

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 箇所 ｍ 袋 回 ㎡ 本 本 本 本 組 組 組 組 ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ 本 本 本 本 本 本 本 本

9,480 9,480 9,480 9,480 22 7,790

88,304 24,500 1,270 16,500

17,312 2,000 17,310 2,000 4 200 1,100 18 3

671 671 571

11,477 5,250 5,250 5,250 18 110 3,022 700 85 393 27
オンコ コトネアスター

39,304 6,535 6,535 6,535 14 174 3,517 500

10,151 10,151 10,151 10,515 8,780 521
イボタ

15,784 15,783 15,783 20 288 6,081 90 9
イボタ・レンギョウ

210 210 210 180 19
イボタ

368 330 330 300 135
ニオイヒバ

175 175 175 175 175 1

1,652 1,652 1,652 1,652 4 61 938

2,271 2,271 2,271 2,271 1 61 1,941 80
カツラ

2,905 2,189 1 10 640 770 100
コトネアスター

661 661 661 661 1 169 50 4
ニシキギほか

1,449 1,449 1,449 1,449 1 801 10 9
ニシキギ

826 826 826 826 1 225

433 433 30
イボタ

421 421 421 421 1 61

1,547 1,547 1,547 1,547 1 17 352

976 976 976 976 1 239

147 147 2

1,124 1,124 1,124 1,124 1 74 452 180 29
モンタナ他

1,872 1,872 1,872 1,872 2 33 738

503 503 503 503 1 73

357 357 1

332 332 8

660 660 660 660 1 21 194

3,411 3,411 2 41 607 7

1,001 1,001 1 35 9
ヒバ

2,456 2,456 2,456 2,456 6 2,089

4,568 4,568 4 85 3,836

473 473 473 473 1 143

8,559 8,559 8,559 8,559 1 130 2,569

617 617 617 617 30 471

3,787 3,787 2 56 1,672 150
アキグミ

6,172 6,172 4 10 3,373 31 8
モンタナ ニシキギ

1,300 1,300 1 10

345 345 1

170 170

1,338 1,338 1,338 1,338 5 537

隔週 週1回 春
打込み

D
年1回

刈込み
Ａ

街区 54 西円山ちびっこ公園 ○

街区 55 宮の森かしわ公園

街区 52 北円山わらしっこ公園 ○

街区 53 西円山くるみ公園 ○

街区 50 宮の森ジャンボ公園 ○
清掃のみ

街区 51 宮の森杉の子公園 ○
清掃のみ

街区 48 宮の森グリーン公園

街区 49 宮の森さんかく公園

街区 46 宮の森こだま公園 ○
清掃のみ

街区 47 南16条くりの木公園

街区 44 西山鼻公園 ○

街区 45 宮の森公園

街区 38 南16条やぐるま公園

街区 43 伏見公園 ○
清掃のみ

街区 34 南19条しらかば公園 ○

街区 37 南28条まこと公園 ○

街区 32 南25条すみれ公園

街区 33 南22条つくし公園

街区 29 南23条こぶし公園 ○

街区 31 宮の森こぶし公園

街区 27 宮の森くまの子公園

街区 28 南25条西12丁目公園

街区 25 南19条ライオン公園 ○

街区 26 南17条つぼみ公園

街区 17 共栄公園

街区 18 山鼻日の出公園

街区 13 山元公園 ○
清掃のみ

街区 16 伏見みすみ公園

その他 無 南7条西25丁目広場

街区 8 花園公園

その他 無 南16条西5丁目広場

街区 6 旭ヶ丘公園

近隣 1 緑ケ丘公園

その他 無 啓明広場

都緑 9 宮の森４条緑地

都緑 9 山鼻川緑地

都緑 7 宮の森十二軒緑地 ○
清掃のみ

都緑 8 伏見東緑地

都緑 5 宮の森緑地

ヤゴ
取り
A

ヤゴ
取り
B

下枝
取り

生垣刈込Ｂ

名　　　　　称

町内
会

管理
全体面積

放置
ゴミ
回収

草刈I

都緑 4 荒井山緑地 管理棟
使用

㎡

特殊 9 やまはなサンパーク

令和8年度

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務 清掃・草刈 樹木管理
（西部地区）公園数量調書 清掃 草刈 下枝・支柱薬剤 低木等管理 高木剪定

1



2

標準作業

清掃Ａ 清掃Ａ 清掃Ｂ 清掃Ｃ 清掃C 集水枡 U型側溝
ゴミ袋
回収

草刈D
薬剤
カプ
セル

支柱 支柱 支柱 支柱
生垣

刈込Ｃ
寄植 藤棚 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木

秋 秋 街渠枡 清掃 法面 取付 取付 撤去 撤去 剪定 整枝A 整枝B 整枝C 整枝D 整枝E 整枝F 整枝G 整枝H

1回 2回 清掃 泥上 40L 年3回 年2回 年2回 B-2 K-2 B K 年1回 年2回

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 箇所 ｍ 袋 回 ㎡ 本 本 本 本 組 組 組 組 ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ 本 本 本 本 本 本 本 本

隔週 週1回 春
打込み

D
年1回

刈込み
Ａ

ヤゴ
取り
A

ヤゴ
取り
B

下枝
取り

生垣刈込Ｂ

名　　　　　称

町内
会

管理
全体面積

放置
ゴミ
回収

草刈I

㎡

令和8年度

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務 清掃・草刈 樹木管理
（西部地区）公園数量調書 清掃 草刈 下枝・支柱薬剤 低木等管理 高木剪定

528 528 528 528 1 387 6
ニシキギ

852 450 448

140 140 140 140 2 34 121 9

589 589 589 589 1 112 61
カツラ

571 571 571 571 1 146 77
カツラ

224 224 15

4,159 4,159 4,159 4,159 1 2,270 30
ニシキギ

320 320 1

894 894 894 894 35 401

534 534 534 534 300 9

348 348 54

427 427 67 9

281 281 30 27
グミ モンタナ、ツツジ

129 129 80 5
カツラ

1,604 1,604

185 185 185 185 151 37
ニシキギ

174 174 174 174 87

1,202 1,202 855 2

1,087 1,087 2 44 278 477

1,430 1,430 1,430 1,430 1 308 45 9
ニシキギ

1,008 1,008 1

136 136 2 9

2,971 2,971 3 129 1,751 33
ツツジ他

148 148 30

242 242 242 242 15

3,085 3,085 3,085 3,085 1,157 194 100 9
アキグミ・モンタナ

1,224 1,224 1,224 1,224 1 1,040

4,481 4,481 4,481 4,481 1 68 2,899

484 484 2

602 602 602 602 1 342

1,660 1,660 1,660 1,660 1 718 7

205 205 205 205 173 30
アジサイ他

403 403 2 14
ドウダンツツジ

2,051 2,051 395 87

10 1 13 10 10 10 1 1 1 1 5 3 3 5 5 14 15 1

公園緑地75
内町内会31（＋荒井山）

279,947 66,969 14,730 175,988 10,515 87,871 145 1,900 10 1 64,492 4,848 19,228 13 10 10 10 1 1 1 1 201 1,315 158 776 116 5 3 3 5 5 14 15 25

15回 30回 175 1回 2回 1900 3回 2回 2回 1 2 1 776
1,004,535 441,900 10,515 175,742 193,476 9,696 38,456 201 2630 158

38,456 158

384 158
203,172 2830.6

1,440 186 2,030 2,830

不特定箇所

75 合  　　　計 31

1,446,435 186,257

街区 111 伏見もいわ山公園 ○
清掃のみ

街区 101 山鼻みなみ公園

街区 104 宮の森たんぽぽ公園

街区 105 宮の森のぞみ公園 ○

街区 99 南18条さくら公園 ○

街区 100 南15条みどり公園

街区 96 双子山三角公園

街区 97 南円山さくら公園

街区 93 伏見ファミリー公園

街区 94 伏見こまどり公園

街区 88 宮の森三角山公園 ○
清掃のみ

街区 91 旭山さんかく公園 ○

街区 85 山鼻どんぐり公園 ○

街区 86 西円山さくらんぼ公園 ○

街区 81 西円山どんぐり公園 ○
清掃のみ

街区 83 南23条西こぶし公園

街区 79 宮の森なかよし公園

街区 80 西円山みどり公園 ○
清掃のみ

街区 77 西円山あおぞら公園 ○

街区 78 旭ヶ丘ちびっこ公園

街区 73 荒井山もみじ公園 ○

街区 76 西円山アカシヤ公園 ○
清掃のみ

街区 71 旭山山麓公園 ○

街区 72 旭山青空公園 ○

街区 68 旭ヶ丘なかよし公園

街区 69 円山でこぼこ公園

街区 66 幌西自転車公園

街区 67 やまはなライラック公園 ○

街区 63 山鼻弥生公園

街区 64 荒井山杉の子公園 ○

街区 61 宮の森やまばと公園

街区 62 南円山こども公園

街区 56 宮の森にれ公園

街区 60 西円山なかよし公園 ○
清掃のみ

2



3

街区 54 西円山ちびっこ公園 ○

街区 55 宮の森かしわ公園

街区 52 北円山わらしっこ公園 ○

街区 53 西円山くるみ公園 ○

街区 50 宮の森ジャンボ公園 ○
清掃のみ

街区 51 宮の森杉の子公園 ○
清掃のみ

街区 48 宮の森グリーン公園

街区 49 宮の森さんかく公園

街区 46 宮の森こだま公園 ○
清掃のみ

街区 47 南16条くりの木公園

街区 44 西山鼻公園 ○

街区 45 宮の森公園

街区 38 南16条やぐるま公園

街区 43 伏見公園 ○
清掃のみ

街区 34 南19条しらかば公園 ○

街区 37 南28条まこと公園 ○

街区 32 南25条すみれ公園

街区 33 南22条つくし公園

街区 29 南23条こぶし公園 ○

街区 31 宮の森こぶし公園

街区 27 宮の森くまの子公園

街区 28 南25条西12丁目公園

街区 25 南19条ライオン公園 ○

街区 26 南17条つぼみ公園

街区 17 共栄公園

街区 18 山鼻日の出公園

街区 13 山元公園 ○
清掃のみ

街区 16 伏見みすみ公園

その他 無 南7条西25丁目広場

街区 8 花園公園

その他 無 南16条西5丁目広場

街区 6 旭ヶ丘公園

近隣 1 緑ケ丘公園

その他 無 啓明広場

都緑 9 宮の森４条緑地

都緑 9 山鼻川緑地

都緑 7 宮の森十二軒緑地 ○
清掃のみ

都緑 8 伏見東緑地

都緑 5 宮の森緑地

名　　　　　称

町内
会

管理

都緑 4 荒井山緑地 管理棟
使用

特殊 9 やまはなサンパーク

令和8年度

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務

（西部地区）公園数量調書

樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 伐根伐根冬囲い 冬囲い 冬囲い 冬囲い 冬囲い 冬囲い 砂場
砂

補充
ダスト 蛇口 石積 芝張 除草 潅水

ナトリウム灯
用

安定器取替
C

ナトリウ
ム安定

器

自動
点滅器

LEDライ
トバルブ

LEDライト
バルブ 不点 施設

A～Ｆ F B C D E F J 整正 舗装 交換 補修 年3回 取替C 取替C 交換 交換 調査 巡視(夜)
各
1

設置
撤去

設置
撤去

設置
撤去

設置
撤去

設置
撤去

設置
撤去

180W 180W HF100W HF200W 冬 年

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 組 組 組 組 組 ㎡ m3 m3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ㎡ ヶ所 ㎡ ㎡ ㎡ ℓ 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

2 3 1

1 2 3 1

3 50 50 20 2 3 1

3 16 2 3 1

60 25 35 980 2 3 1

10 10 10 1 28 150 2 3 1

204 2 3 1

1 6 26 254 18 60 9 5 2 3 1

1 2

2 8 17 1 2

1 2

186 10 7 79 2 3 1

35 35 2 3 1

5 114 2 3 1

29 7 13 2 3 1

60 26 2 3 1

1 7 2 3 1

11 2 3 1

8 6.7 2 3 1

4 2 3 1

1 2 2 3 1

5 5 2 3 1

69 71 67 6 70 2 3 1

10 25 2 3 1

13 2 3 1

13 2 3 1

13 2 3 1

2 3 1

30 7 310 2 3 1

2 4 1 5 26 2 3 1

15 31 2 3 1

5 2 3 1

15 13 2 3 1

260 40 2 3 1

9 2 3 1

9 21 200 2 3 1

68 154 8 21 2 3 1

2 2 3 1

13 2 3 1

11 6 7 3 2 3 1

16 6 47 21 119 8 2 3 1

砂場
砂

撤去

施設

伐採
C

伐採
D

伐採
E

伐採
F

砂場・広場等

グラウン
ド土補
充（砂）

グラウン
ド土補
充（黒
土）

グラウン
ド土補
充（赤
土）

巡視(昼)
伐採

G
伐採

H
伐採

 I
(NH180W)伐採

A
伐採

B

樹木冬囲い 照明灯 巡視点検
施設管理

伐採 抜根

3
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名　　　　　称

町内
会

管理

令和8年度

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務

（西部地区）公園数量調書

公園緑地75
内町内会31（＋荒井山）

不特定箇所

75 合  　　　計 31

街区 111 伏見もいわ山公園 ○
清掃のみ

街区 101 山鼻みなみ公園

街区 104 宮の森たんぽぽ公園

街区 105 宮の森のぞみ公園 ○

街区 99 南18条さくら公園 ○

街区 100 南15条みどり公園

街区 96 双子山三角公園

街区 97 南円山さくら公園

街区 93 伏見ファミリー公園

街区 94 伏見こまどり公園

街区 88 宮の森三角山公園 ○
清掃のみ

街区 91 旭山さんかく公園 ○

街区 85 山鼻どんぐり公園 ○

街区 86 西円山さくらんぼ公園 ○

街区 81 西円山どんぐり公園 ○
清掃のみ

街区 83 南23条西こぶし公園

街区 79 宮の森なかよし公園

街区 80 西円山みどり公園 ○
清掃のみ

街区 77 西円山あおぞら公園 ○

街区 78 旭ヶ丘ちびっこ公園

街区 73 荒井山もみじ公園 ○

街区 76 西円山アカシヤ公園 ○
清掃のみ

街区 71 旭山山麓公園 ○

街区 72 旭山青空公園 ○

街区 68 旭ヶ丘なかよし公園

街区 69 円山でこぼこ公園

街区 66 幌西自転車公園

街区 67 やまはなライラック公園 ○

街区 63 山鼻弥生公園

街区 64 荒井山杉の子公園 ○

街区 61 宮の森やまばと公園

街区 62 南円山こども公園

街区 56 宮の森にれ公園

街区 60 西円山なかよし公園 ○
清掃のみ

樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 樹木 伐根伐根冬囲い 冬囲い 冬囲い 冬囲い 冬囲い 冬囲い 砂場
砂

補充
ダスト 蛇口 石積 芝張 除草 潅水

ナトリウム灯
用

安定器取替
C

ナトリウ
ム安定

器

自動
点滅器

LEDライ
トバルブ

LEDライト
バルブ 不点 施設

A～Ｆ F B C D E F J 整正 舗装 交換 補修 年3回 取替C 取替C 交換 交換 調査 巡視(夜)
各
1

設置
撤去

設置
撤去

設置
撤去

設置
撤去

設置
撤去

設置
撤去

180W 180W HF100W HF200W 冬 年

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 組 組 組 組 組 ㎡ m3 m3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ㎡ ヶ所 ㎡ ㎡ ㎡ ℓ 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

砂場
砂

撤去

施設

伐採
C

伐採
D

伐採
E

伐採
F

砂場・広場等

グラウン
ド土補
充（砂）

グラウン
ド土補
充（黒
土）

グラウン
ド土補
充（赤
土）

巡視(昼)
伐採

G
伐採

H
伐採

 I
(NH180W)伐採

A
伐採

B

樹木冬囲い 照明灯 巡視点検
施設管理

伐採 抜根

2 3 1

11 2 3 1

4 1 3 2 3 1

8 61 57 13 2 3 1

6.8 2 3 1

2 1 13 2 3 1

5 22 2 3 1

28 11 2 3 1

15 7 2 3 1

3 3 29 13 2 3 1

3 2 3 1

13 2 3 1

12 80 9 50 2 3 1

7 2 3 1

8 5 2 3 1

10 2 3 1

7 13 2 7 2 3 1

5 1 2 3 5 2 3 1

5 14 14 2 3 1

52 32 13 2 3 1

8 23 10 2 3 1

10 6 7 2 3 1

5 76 71 13 114 2 3 1

20 3 2 2 3 1

15 12 2 3 1

11 39 67 9 116 2 3 1

30 8 2 3 1

3 61 51 2 3 1

2 3 1

185 45 15 2 3 1

67 55 51 2 3 1

2 72 17 2 3 1

10 2 3 1

2 3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 11 11 1 1 1 1 2 8 1 116 77 1,851 1,007 848 9 520.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,120 0 1 1 1 1 1 1 147 222 72

520 3回 0
6,359

6359

369

4
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街区 54 西円山ちびっこ公園 ○

街区 55 宮の森かしわ公園

街区 52 北円山わらしっこ公園 ○

街区 53 西円山くるみ公園 ○

街区 50 宮の森ジャンボ公園 ○
清掃のみ

街区 51 宮の森杉の子公園 ○
清掃のみ

街区 48 宮の森グリーン公園

街区 49 宮の森さんかく公園

街区 46 宮の森こだま公園 ○
清掃のみ

街区 47 南16条くりの木公園

街区 44 西山鼻公園 ○

街区 45 宮の森公園

街区 38 南16条やぐるま公園

街区 43 伏見公園 ○
清掃のみ

街区 34 南19条しらかば公園 ○

街区 37 南28条まこと公園 ○

街区 32 南25条すみれ公園

街区 33 南22条つくし公園

街区 29 南23条こぶし公園 ○

街区 31 宮の森こぶし公園

街区 27 宮の森くまの子公園

街区 28 南25条西12丁目公園

街区 25 南19条ライオン公園 ○

街区 26 南17条つぼみ公園

街区 17 共栄公園

街区 18 山鼻日の出公園

街区 13 山元公園 ○
清掃のみ

街区 16 伏見みすみ公園

その他 無 南7条西25丁目広場

街区 8 花園公園

その他 無 南16条西5丁目広場

街区 6 旭ヶ丘公園

近隣 1 緑ケ丘公園

その他 無 啓明広場

都緑 9 宮の森４条緑地

都緑 9 山鼻川緑地

都緑 7 宮の森十二軒緑地 ○
清掃のみ

都緑 8 伏見東緑地

都緑 5 宮の森緑地

名　　　　　称

町内
会

管理

都緑 4 荒井山緑地 管理棟
使用

特殊 9 やまはなサンパーク

令和8年度

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務

（西部地区）公園数量調書 樹木植栽
水飲み台
冬囲い

遊具 鉄棒
スノー
ポール

ｶﾗｽの
巣撤去

ハチの
巣撤去

オンコ 低木 遊水路 遊水路 遊水路 花苗 施肥 簡易 簡易 外柵 処理費 処理費
タンコロ 長材 根株

A 冬囲い 冬囲い 遊具 四阿等 高所作業車 刈込み 刈込み 設備 巡視 清掃 花植え 看板 看板 補修 木くず 木くず 枝外

設置・撤去 設置・撤去 設置・撤去 設置・撤去 周囲 雪降し 12ｍ 点検 点検 夏花 設置Ａ 設置Ｂ D 処理 再生 買取 買取 買取

基 基 基 基 m3 m3 箇所 箇所 本 株 株 箇所 2回/日 回 株 ㎡ 基 基 m t t t m3 ｔ

1 26 50

1 20

10

1 19

1

3 2 62 29 207
シモツケ他

1 2 22 10 118
アジサイ

1 2 1 22

1 2 22 0

1 1 22

1 2 1 26 9

1 2 22 10

1 1 26

1 1 1

1 1

1 1 2 26

1 8

1 8

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 26

1 3 1 34 10

1 1 1 26

1 10

1 2 38 10

1 2

1 2 10 10

1 1 8

1 1 1 10 26 10 9

1 2 1 26 18 1 63 9

1 2 1 1 26 11

1 2 22

1 4

1 2 1 4 10

廃棄物処理
廃棄物処理費施設冬囲い カラス・ハチ 低木管理

人力除雪
エゾヤマ

ザクラ

雪降し(四阿)

雪降し(四阿11㎡要追
加)

雪降し(四阿)

雪降し(藤棚)

雪降し(四阿)

雪降し(シェルター)

雪降し(シェルター)

雪降し(四阿)

屋根部分の更新により雪降し
必要　8㎥

雪降し(藤棚)

雪降し(四阿)

雪降し(四阿)

雪降し(四阿・藤棚)

雪降し(四阿)

雪降し(四阿・藤棚)

雪降し(藤棚)

雪降し(四阿×5)

砂場・広場等

区特有作業

備　　考

施設管理 施設管理
遊水路管理 花壇管理

5



6

名　　　　　称

町内
会

管理

令和8年度

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務

（西部地区）公園数量調書

公園緑地75
内町内会31（＋荒井山）

不特定箇所

75 合  　　　計 31

街区 111 伏見もいわ山公園 ○
清掃のみ

街区 101 山鼻みなみ公園

街区 104 宮の森たんぽぽ公園

街区 105 宮の森のぞみ公園 ○

街区 99 南18条さくら公園 ○

街区 100 南15条みどり公園

街区 96 双子山三角公園

街区 97 南円山さくら公園

街区 93 伏見ファミリー公園

街区 94 伏見こまどり公園

街区 88 宮の森三角山公園 ○
清掃のみ

街区 91 旭山さんかく公園 ○

街区 85 山鼻どんぐり公園 ○

街区 86 西円山さくらんぼ公園 ○

街区 81 西円山どんぐり公園 ○
清掃のみ

街区 83 南23条西こぶし公園

街区 79 宮の森なかよし公園

街区 80 西円山みどり公園 ○
清掃のみ

街区 77 西円山あおぞら公園 ○

街区 78 旭ヶ丘ちびっこ公園

街区 73 荒井山もみじ公園 ○

街区 76 西円山アカシヤ公園 ○
清掃のみ

街区 71 旭山山麓公園 ○

街区 72 旭山青空公園 ○

街区 68 旭ヶ丘なかよし公園

街区 69 円山でこぼこ公園

街区 66 幌西自転車公園

街区 67 やまはなライラック公園 ○

街区 63 山鼻弥生公園

街区 64 荒井山杉の子公園 ○

街区 61 宮の森やまばと公園

街区 62 南円山こども公園

街区 56 宮の森にれ公園

街区 60 西円山なかよし公園 ○
清掃のみ

樹木植栽
水飲み台
冬囲い

遊具 鉄棒
スノー
ポール

ｶﾗｽの
巣撤去

ハチの
巣撤去

オンコ 低木 遊水路 遊水路 遊水路 花苗 施肥 簡易 簡易 外柵 処理費 処理費
タンコロ 長材 根株

A 冬囲い 冬囲い 遊具 四阿等 高所作業車 刈込み 刈込み 設備 巡視 清掃 花植え 看板 看板 補修 木くず 木くず 枝外

設置・撤去 設置・撤去 設置・撤去 設置・撤去 周囲 雪降し 12ｍ 点検 点検 夏花 設置Ａ 設置Ｂ D 処理 再生 買取 買取 買取

基 基 基 基 m3 m3 箇所 箇所 本 株 株 箇所 2回/日 回 株 ㎡ 基 基 m t t t m3 ｔ

廃棄物処理
廃棄物処理費施設冬囲い カラス・ハチ 低木管理

人力除雪
エゾヤマ

ザクラ

砂場・広場等

区特有作業

備　　考

施設管理 施設管理
遊水路管理 花壇管理

1 1 1 12

1 8 32

1 8

1 2 1 26

1 2 1 9

1 22

1 4 1 22 20 1 63 9

1 1 22

1 2 1 26 10

1 1 1 12 9

1 22

1 8 9

1 14

1 8

1 1 1 22 10

1 12

1 22

1 8

1 1 8

1 2 14 9

1 1 1 8 10 7

4

1 1 4 10

1 3 1 26 35

1 1 8 16

1 2 1 26 16

1 1 1

1 1 22

1 19

1 4

1 3 1 10 10

35 1 1 1 1 1 1 40 20 1 1 1

53 78 34 60 936 470 1 1 1 16 325 2 126 18 0 0 1 1 1 40 20 1 1 1

936 470 0
宮の森杉の
子20㎡、幌
西自転車6㎡
×各9回1,406

雪降し（四阿）

雪降し(四阿・藤棚)

雪降し(四阿)

雪降し(四阿)

雪降し(四阿×２・藤
棚)

雪降し(四阿)

雪降し(四阿)

雪降し(藤棚)

雪降し(四阿)

雪降し(藤棚)

雪降し(四阿)

雪降し(藤棚)

雪降し(四阿×２)

雪降し(シェルター)

擁壁雪降し２回

6



低木等
管理

巡視
点検

路線
ヤゴ
取り

下枝
取り

薬剤 薬剤 薬剤
支柱
設置

支柱
設置

支柱
撤去

支柱
結束

除草 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｍ Ｎ Ｏ 計 Ａ Ｂ Ｃ D E F G H I 計 A B Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 計 街路

延長 株数 本数 植樹桝 植樹帯 植栽台 植樹桝 植樹帯 植栽台 A
カプ

セルB
カプ

セルF
カプ

セルH
二脚添
木付

二脚
添木
無

A C
巡視
点検

km 株 本 箇所 ㎡ ㎡ 箇所 ㎡ ㎡ 本 本 ℓ 本 本 本 組 組 組 本 ㎡ 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 km
大通南線 西25丁目線～ 1.0 イチョウ 18 47 47 1.0

円山公園入口
大通南線 西25丁目線～ カツラ 7

円山公園入口
大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線 エゾヤマザクラ 3 673 673

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線 オオバボダイジュ 17 17 17

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線 サクランボ 3

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線 カバレンゲツツジ1

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線 ハマナス 21

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線 モンタナ 14

南1条線 西28丁目線～坂下グランド 0.6 イチョウ 15 15 15 0.6

南1条線 西28丁目線～西25丁目線 ヤマボウシ 20 20

南4条線 西25丁目線～西28丁目線 0.7 ヤエザクラ 22 5 143 5 143 0.7

南6条線 西25丁目線～西28丁目線 0.7 エゾヤマザクラ 33 188 188 0.7

西10丁目線 南22条線～南24条線 0.6 カツラ 1 160 160 0.6
　

西10丁目線 南22条線～南24条線 ナナカマド 5
　

西13丁目線 南22条線～南24条線 0.6 ウンリュウヤナギ 0 294 294 0.6

西13丁目線 南22条線～南24条線 カツラ 29

西13丁目線 南22条線～南24条線 イタヤカエデ 1

西15丁目線 南14条線～南19条線 2.2 イタヤカエデ 3 39 39 2.2

西15丁目線 南14条線～南19条線 オオバボダイジュ 5 5 5

西15丁目線 南14条線～南19条線 パラソルアカシヤ 0

西15丁目線 南19条線～南22条線 0.4 ニセアカシヤ 0 9 81 9 81 0.4

西15丁目線 南19条線～南22条線 パラソルアカシヤ 0

南11条中央線 南19条宮の沢線～旭ヶ丘 0.5 ヤエザクラ 33 297 297 0.5

南17条線 西11丁目線～西16丁目線 1.4 アカカエデ 1 85 85 1 1 1.4

南17条線 西11丁目線～西16丁目線 オオバボダイジュ 36

南17条線 西11丁目線～西16丁目線 ニセアカシア 5 5 5

南17条線 西11丁目線～西16丁目線 パラソルアカシヤ 0

南17条線 西11丁目線～西6丁目線 1.5 アカカエデ 27 105 105 27 27 1.5

南17条線 西11丁目線～西6丁目線 ニセアカシア 22 22 22

南17条線 西11丁目線～西6丁目線 パラソルアカシア 1 1

南17条線 西11丁目線～西6丁目線 ヤマモミジ 1

南22条線 西南線～伏見西支線 0.3
R6廃止

南22条線 西南線～伏見西支線
R6廃止

南24条線 西7丁目線～西11丁目線 1.1 プラタナス 29 339 339 29 29 1

市営住宅3号線 南16条～南17条 0.4 ハシドイ 14 100 100 14 1 1 0.4

幌平橋通線 西6丁目線～公園東通線 0.6 アカカエデ 0 2 4 8 2 16 0.6
R7廃止

幌平橋通線 西6丁目線～公園東通線 ニセアカシア 0
R7廃止

幌平橋通線 西6丁目線～公園東通線 オオバボダイジュ 0
R7廃止

西26丁目線 南6条線～南9条線 0.6 エゾヤマザクラ 22 136 136 0.6

西26丁目線 南6条線～南9条線 カツラ 1

西27丁目線 南1条線～南3条線 0.4 エゾヤマザクラ 25 120 120 0.4

西27丁目線 北5条線～大通南線 1.4 ヤエザクラ 1 93 93 1.4

西27丁目線 北5条線～大通南線 カツラ 14

西27丁目線 北5条線～大通南線 ナナカマド 37

西28丁目線 大通南線～区界 3.0 カツラ 71 3

西28丁目線 大通南線～区界 シダレヤナギ 0 129 55

西28丁目線 大通南線～区界 ナナカマド 9

西28丁目線 大通南線～区界 ベニカエデ 7

樹木管理

標準作業

伐採 抜根

植樹桝・帯清掃

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務　　　

草刈L

　　　　　　　　令和8年度

　　　(西部地区) 街路樹数量調書

128

127

127

127

128

128

128

121

121

121

126

126

127

61

62

62

61

63

114

61

61

61

61

61

61

41

41

41

41

41

58

11

37

37

39

39

39

1

6

6

9

1

1

1

1

1

1

1

区　　　間

植栽樹種

低　　木 高　　木

Ｎｏ 路　線　名

清掃・草刈

清掃 草刈

薬剤
散布

剪定下枝・支柱・薬剤等

1



低木等
管理

巡視
点検

路線
ヤゴ
取り

下枝
取り

薬剤 薬剤 薬剤
支柱
設置

支柱
設置

支柱
撤去

支柱
結束

除草 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｍ Ｎ Ｏ 計 Ａ Ｂ Ｃ D E F G H I 計 A B Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 計 街路

延長 株数 本数 植樹桝 植樹帯 植栽台 植樹桝 植樹帯 植栽台 A
カプ

セルB
カプ

セルF
カプ

セルH
二脚添
木付

二脚
添木
無

A C
巡視
点検

km 株 本 箇所 ㎡ ㎡ 箇所 ㎡ ㎡ 本 本 ℓ 本 本 本 組 組 組 本 ㎡ 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 km

樹木管理

標準作業

伐採 抜根

植樹桝・帯清掃

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務　　　

草刈L

　　　　　　　　令和8年度

　　　(西部地区) 街路樹数量調書

区　　　間

植栽樹種

低　　木 高　　木

Ｎｏ 路　線　名

清掃・草刈

清掃 草刈

薬剤
散布

剪定下枝・支柱・薬剤等

西30・31丁目中通線 北3条線～ 0.4 カツラ 18 19 19 0.4
南19条宮の沢線

西30・31丁目中通線 北3条線～ ナナカマド 0 8 8
南19条宮の沢線

円山中央線 南14条線～南17条線 1.0 トチノキ 15 195 195 15 15 1

登山通線 西野白石線～ 0.7 オオバボダイジュ 3 99 99 0.7
旭ヶ丘4丁目

登山通線 西野白石線～ ナナカマド 11
旭ヶ丘4丁目

滝の沢線 札幌環状線～ 0.1 オンコ 1 179 140 179 140 0.1
円山西町4丁目

界川線 札幌環状線～ 2.2 イチョウ 57 177 177 57 57
旭山記念公園入口

界川線 札幌環状線～ コデマリ 5 2.2
旭山記念公園入口

界川線 札幌環状線～ ドウダンツツジ40
旭山記念公園入口

界川線 札幌環状線～ モンタナ 95
旭山記念公園入口

北海道神宮線 西25丁目線～西28丁目線 0.7 イチョウ 2 475 475 0.7

北海道神宮線 西25丁目線～西28丁目線 エンジュ 3

北海道神宮線 西25丁目線～西28丁目線 オンコ 3

北海道神宮線 西25丁目線～西28丁目線 ハルニレ 31

伏見西支線 南11条中央線～登山通線 0.8 エゾヤマザクラ 1 168 168 0.8

伏見西支線 南11条中央線～登山通線 ハクウンボク 1

伏見西支線 南11条中央線～登山通線 ヤエザクラ 40

旭ヶ丘西横４号線 起点～旭ヶ丘西横5号線 0.5 オオバボダイジュ 4 4 4 0.5

旭ヶ丘西横４号線 起点～旭ヶ丘西横5号線 ハクモクレン 19 20 20

盤渓円山線 宮の森こぶし公園前 0.1 エゾヤマザクラ 2 2 2 0.1

円山線 南19条宮の沢線～大倉線 1.1 ニセアカシア、他 5,308 5,308 10 10 1.1
中央分離帯 エゾヤマザクラ、シダレザクラ

円山線 交通島 2箇所 0.1 525 525 0.1

宮の森3,4条12丁目線大倉山線交差部 0.1 129 20 129 20 0.1

円山西町19号線 滝の沢1号線～ 0.2 ナナカマド 2 23 23 0.2

円山西町19号線 滝の沢1号線～ 0.2 ハクウンボク 6

ロｰプウェイ山麓線 札幌環状線～終点 0.4 エゾヤマザクラ 38 63 63 0.4

ロｰプウェイ山麓線 札幌環状線～終点

山鼻左岸線 西9丁目線～西10丁目線 0.6 カツラ 26 28 28 0.6

山鼻左岸線 西9丁目線～西10丁目線 ニセアカシア 0 2 2

西野白石線 西25丁目線～西28丁目線 カツラ 13 16 16

西野白石線 西25丁目線～西28丁目線 ナナカマド 23 34 34

西野白石線 西28丁目線～区界 3.2 カツラ 15 22 22 3.2

西野白石線 西28丁目線～区界 ナナカマド 43 57 57

西野白石線 南19条線～南22条線 0.8 オオバボダイジュ 9 27 27 0.8

西野白石線 南19条線～南22条線 ナナカマド 18

西野白石線 大通南線～南6条線 1.8 オオバボダイジュ 28 138 138 1.8

西野白石線 大通南線～南6条線 ニセアカシヤ 22 22 22

西野白石線 南6条線～南11条中央線 ハクウンボク 47 51 51

西野白石線 北5条線～大通南線 1.4 オオバボダイジュ 17 59 59 1.4

西野白石線 北5条線～大通南線 ニセアカシヤ 11 11 11

西6丁目線 南14条～南18条 0.9 イチョウ 24 100 100 0.9

西７丁目線 南22条線～南24条線 0.5 ヤマモミジ 22 400 400 0.5

西南線 南22条線～国道230号 3.0 エゾヤマザクラ 110 197 61 197 61 25 25 3.0

西南線 南22条線～国道230号 エンジュ 6

西南線 南22条線～国道230号 オオバボダイジュ 71

西南線 南22条線～国道230号 ハシドイ 30

西南線 西11丁目線～区界 0.2 エゾヤマザクラ 3 133 133 0.2

西南線 西11丁目線～区界 オオバボダイジュ 2

9583

9583

9583

9583

9583

5453

5453

5453

9504

9505

9583

5453

5453

5453

5453

5453

5453

681

681

694

694

5453

5453

251

252

252

461

592

592

204

204

156

184

184

184

184

187

142

156

156

156

187

187

132

132

134

137

137

2



低木等
管理

巡視
点検

路線
ヤゴ
取り

下枝
取り

薬剤 薬剤 薬剤
支柱
設置

支柱
設置

支柱
撤去

支柱
結束

除草 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｍ Ｎ Ｏ 計 Ａ Ｂ Ｃ D E F G H I 計 A B Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 計 街路

延長 株数 本数 植樹桝 植樹帯 植栽台 植樹桝 植樹帯 植栽台 A
カプ

セルB
カプ

セルF
カプ

セルH
二脚添
木付

二脚
添木
無

A C
巡視
点検

km 株 本 箇所 ㎡ ㎡ 箇所 ㎡ ㎡ 本 本 ℓ 本 本 本 組 組 組 本 ㎡ 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 km

樹木管理

標準作業

伐採 抜根

植樹桝・帯清掃

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務　　　

草刈L

　　　　　　　　令和8年度

　　　(西部地区) 街路樹数量調書

区　　　間

植栽樹種

低　　木 高　　木

Ｎｏ 路　線　名

清掃・草刈

清掃 草刈

薬剤
散布

剪定下枝・支柱・薬剤等

西南線 西11丁目線～区界 カツラ 1

西南線 西11丁目線～区界 ハシドイ 11

西南線 西11丁目線～区界 オンコ 9

旭山公園米里線 南19条宮の沢線～ 0.6 イチョウ 54 73 73 54 54 0.6
札幌環状線

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界 3.4 オオシュウアカマツ 7 134 2,058 134 2,058 3.4

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界 シラカバ 73

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界 ハルニレ 129

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界 バンクシャーマツ 7

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界 ベニカエデ 1

南19条宮の沢線 南11条中央線～ 2.6 ハクウンボク 61 61 61 2.6
札幌環状線

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線 2.2 サクランボ 1 1 1,290 1 1,290 2.2

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線 シラカバ 69

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線 ナナカマド 36

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線 アカカエデ 3

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線 イボタ 1

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線 ムクゲ 1

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線 ライラック 25

南19条宮の沢線 南1条線～ プンゲンストウヒ 58 1,539 1,539
西野白石線(中央分離帯)

札幌環状線 区界～大倉山 3.6 エンジュ 22 31 31 3.6
一部樹種更新済

札幌環状線 区界～大倉山 カツラ 32 35 35
一部樹種更新済

札幌環状線 区界～大倉山 ニセアカシヤ 23 41 819 41 819 23 23
一部樹種更新済

札幌環状線 区界～大倉山 ベニカエデ 12 12 12
一部樹種更新済

札幌環状線 区界～大倉山 ヤマボウシ 32 60 102
更新樹種

札幌環状線 区界～大倉山 ドウダンツツジ 60

札幌環状線 区界～大倉山 ライラック 11

札幌環状線 西11丁目線～西野白石線 1.5 トチノキ 17 17 17 17 17 1.5

札幌環状線 西11丁目線～西野白石線 オオバボダイジュ 25

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線 1.1 アカカエデ 0 15 15 1.1

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線 トチノキ 0

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線 ネグンドカエデ 0

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線 オオバボダイジュ 15

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線 ヤマモミジ 0

宮の沢北1条線 北5条線～区界 0.9 オオバボダイジュ 5 15 70 15 70 0.9

宮の沢北1条線 北5条線～区界 ナナカマド 1

宮の沢北1条線 北5条線～区界 ニセアカシヤ 3 3 3

宮の沢北1条線 北5条線～区界 ハクウンボク 3

100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 30 35 15 22 16 126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 0 0 0 1 2

343

　 54.6 274 2,045 1,749 16,079 400 1,595 16,079 400 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 5 30 35 363 22 26 469 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 4 8 3 1 19 54.7

2973.3㎡ 16079㎡ 400㎡ 8134.5㎡ 48237㎡ 1200㎡ 306 9回

306 492.3km

49219.4 575
19,452 57,572

37 合　　　計

10124

10124

不特定路線

10124

10089

10089

10089

10089

10089

10089

10089

10089

9902

9902

9902

10089

10089

10124

9902

9902

9902

9902

9902

9902

10089

10089

10089

10089

9902

9902

9583

9583

9901

9902

9902

9902

9583

3



大通南線 西25丁目線～
円山公園入口

大通南線 西25丁目線～
円山公園入口

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線

大通南線(中央分離帯)西25丁目線～西28丁目線

南1条線 西28丁目線～坂下グランド

南1条線 西28丁目線～西25丁目線

南4条線 西25丁目線～西28丁目線

南6条線 西25丁目線～西28丁目線

西10丁目線 南22条線～南24条線
　

西10丁目線 南22条線～南24条線
　

西13丁目線 南22条線～南24条線

西13丁目線 南22条線～南24条線

西13丁目線 南22条線～南24条線

西15丁目線 南14条線～南19条線

西15丁目線 南14条線～南19条線

西15丁目線 南14条線～南19条線

西15丁目線 南19条線～南22条線

西15丁目線 南19条線～南22条線

南11条中央線 南19条宮の沢線～旭ヶ丘

南17条線 西11丁目線～西16丁目線

南17条線 西11丁目線～西16丁目線

南17条線 西11丁目線～西16丁目線

南17条線 西11丁目線～西16丁目線

南17条線 西11丁目線～西6丁目線

南17条線 西11丁目線～西6丁目線

南17条線 西11丁目線～西6丁目線

南17条線 西11丁目線～西6丁目線

南22条線 西南線～伏見西支線
R6廃止

南22条線 西南線～伏見西支線
R6廃止

南24条線 西7丁目線～西11丁目線

市営住宅3号線 南16条～南17条

幌平橋通線 西6丁目線～公園東通線
R7廃止

幌平橋通線 西6丁目線～公園東通線
R7廃止

幌平橋通線 西6丁目線～公園東通線
R7廃止

西26丁目線 南6条線～南9条線

西26丁目線 南6条線～南9条線

西27丁目線 南1条線～南3条線

西27丁目線 北5条線～大通南線

西27丁目線 北5条線～大通南線

西27丁目線 北5条線～大通南線

西28丁目線 大通南線～区界

西28丁目線 大通南線～区界

西28丁目線 大通南線～区界

西28丁目線 大通南線～区界

中央区公園及び街路樹総合維持管理業務　　　

　　　　　　　　令和8年度

　　　(西部地区) 街路樹数量調書

128

127

127

127

128

128

128

121

121

121

126

126

127

61

62

62

61

63

114

61

61

61

61

61

61

41

41

41

41

41

58

11

37

37

39

39

39

1

6

6

9

1

1

1

1

1

1

1

区　　　間Ｎｏ 路　線　名

 花苗配布マイタウン・
マイフラワー

桝花壇用
播種用培
養土配布

カラスの巣 蜂の巣
ヤゴ
取り

オンコ 低木
大径木
剪定

大径木
剪定

大径木
剪定

街路樹
木剪定

街路樹
木剪定

街路樹
木剪定

計 植樹 植樹 植樹 植樹 植樹 植樹 植栽 点検調査 シンボル 処理費 処理費 タンコロ 長材 根株

B C Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 計 花苗配布
撤去

(高所12ｍ）
撤去 B 刈込 刈込 A B C M N O

ナナカ
マド

イチョ
ウ

カツラ
ヤマモ

ミジ

エゾヤ
マザク

ラ

ヤエザ
クラ

ハシド
イ

徒歩巡回 樹木巡回 木くず 木くず再生 枝買取 買取 買取

組 組 組 組 組 組 組 株 袋 箇所 箇所 本 箇所 株 株 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 km 本 t t t m3 ｔ
1

1 1

12 5 4 21

14 14

0.6

0.7

0.7

0.6

0.6

2.2

0.4

0.5

1.4

1.5

0.3

1.1

3 0.4

0.6

0.6

0.4

1.4

3.0

樹木管理

区特有作業

廃棄物処理 歩道美化

樹木冬囲い

癒合
材

塗布

備考

ボリュームアップ剪定 巡視点検下枝・支柱
・薬剤

シンボル樹木管理カラス・ハチ

冬囲い設置・撤去

廃棄物処理費低木等
管理

樹木補植

4



中央区公園及び街路樹総合維持管理業務　　　

　　　　　　　　令和8年度

　　　(西部地区) 街路樹数量調書

区　　　間Ｎｏ 路　線　名

西30・31丁目中通線 北3条線～
南19条宮の沢線

西30・31丁目中通線 北3条線～
南19条宮の沢線

円山中央線 南14条線～南17条線

登山通線 西野白石線～
旭ヶ丘4丁目

登山通線 西野白石線～
旭ヶ丘4丁目

滝の沢線 札幌環状線～
円山西町4丁目

界川線 札幌環状線～
旭山記念公園入口

界川線 札幌環状線～
旭山記念公園入口

界川線 札幌環状線～
旭山記念公園入口

界川線 札幌環状線～
旭山記念公園入口

北海道神宮線 西25丁目線～西28丁目線

北海道神宮線 西25丁目線～西28丁目線

北海道神宮線 西25丁目線～西28丁目線

北海道神宮線 西25丁目線～西28丁目線

伏見西支線 南11条中央線～登山通線

伏見西支線 南11条中央線～登山通線

伏見西支線 南11条中央線～登山通線

旭ヶ丘西横４号線 起点～旭ヶ丘西横5号線

旭ヶ丘西横４号線 起点～旭ヶ丘西横5号線

盤渓円山線 宮の森こぶし公園前

円山線 南19条宮の沢線～大倉線
中央分離帯

円山線 交通島 2箇所

宮の森3,4条12丁目線大倉山線交差部

円山西町19号線 滝の沢1号線～

円山西町19号線 滝の沢1号線～

ロｰプウェイ山麓線 札幌環状線～終点

ロｰプウェイ山麓線 札幌環状線～終点

山鼻左岸線 西9丁目線～西10丁目線

山鼻左岸線 西9丁目線～西10丁目線

西野白石線 西25丁目線～西28丁目線

西野白石線 西25丁目線～西28丁目線

西野白石線 西28丁目線～区界

西野白石線 西28丁目線～区界

西野白石線 南19条線～南22条線

西野白石線 南19条線～南22条線

西野白石線 大通南線～南6条線

西野白石線 大通南線～南6条線

西野白石線 南6条線～南11条中央線

西野白石線 北5条線～大通南線

西野白石線 北5条線～大通南線

西6丁目線 南14条～南18条

西７丁目線 南22条線～南24条線

西南線 南22条線～国道230号

西南線 南22条線～国道230号

西南線 南22条線～国道230号

西南線 南22条線～国道230号

西南線 西11丁目線～区界

西南線 西11丁目線～区界

9583

9583

9583

9583

9583

5453

5453

5453

9504

9505

9583

5453

5453

5453

5453

5453

5453

681

681

694

694

5453

5453

251

252

252

461

592

592

204

204

156

184

184

184

184

187

142

156

156

156

187

187

132

132

134

137

137

 花苗配布マイタウン・
マイフラワー

桝花壇用
播種用培
養土配布

カラスの巣 蜂の巣
ヤゴ
取り

オンコ 低木
大径木
剪定

大径木
剪定

大径木
剪定

街路樹
木剪定

街路樹
木剪定

街路樹
木剪定

計 植樹 植樹 植樹 植樹 植樹 植樹 植栽 点検調査 シンボル 処理費 処理費 タンコロ 長材 根株

B C Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 計 花苗配布
撤去

(高所12ｍ）
撤去 B 刈込 刈込 A B C M N O

ナナカ
マド

イチョ
ウ

カツラ
ヤマモ

ミジ

エゾヤ
マザク

ラ

ヤエザ
クラ

ハシド
イ

徒歩巡回 樹木巡回 木くず 木くず再生 枝買取 買取 買取

組 組 組 組 組 組 組 株 袋 箇所 箇所 本 箇所 株 株 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 km 本 t t t m3 ｔ

樹木管理

区特有作業

廃棄物処理 歩道美化

樹木冬囲い

癒合
材

塗布

備考

ボリュームアップ剪定 巡視点検下枝・支柱
・薬剤

シンボル樹木管理カラス・ハチ

冬囲い設置・撤去

廃棄物処理費低木等
管理

樹木補植

0.4

1.0

0.7

3 3 1 0.1

1 4 5 5 2.2

40 40 40

95 95 95

0.7

0.8

0.5

0.1

1.1

0.1

41 128 169 0.1

0.2

0.4

0.6

3.2

0.8

1.8

1.4

0.9

0.5

3.0

0.2

5



中央区公園及び街路樹総合維持管理業務　　　

　　　　　　　　令和8年度

　　　(西部地区) 街路樹数量調書

区　　　間Ｎｏ 路　線　名

西南線 西11丁目線～区界

西南線 西11丁目線～区界

西南線 西11丁目線～区界

旭山公園米里線 南19条宮の沢線～
札幌環状線

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界

南19条宮の沢線 西28丁目線～区界

南19条宮の沢線 南11条中央線～
札幌環状線

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線

南19条宮の沢線 南1条線～西野白石線

南19条宮の沢線 南1条線～
西野白石線(中央分離帯)

札幌環状線 区界～大倉山
一部樹種更新済

札幌環状線 区界～大倉山
一部樹種更新済

札幌環状線 区界～大倉山
一部樹種更新済

札幌環状線 区界～大倉山
一部樹種更新済

札幌環状線 区界～大倉山
更新樹種

札幌環状線 区界～大倉山

札幌環状線 区界～大倉山

札幌環状線 西11丁目線～西野白石線

札幌環状線 西11丁目線～西野白石線

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線

札幌環状線 西11丁目線～西7丁目線

宮の沢北1条線 北5条線～区界

宮の沢北1条線 北5条線～区界

宮の沢北1条線 北5条線～区界

宮の沢北1条線 北5条線～区界

　37 合　　　計

10124

10124

不特定路線

10124

10089

10089

10089

10089

10089

10089

10089

10089

9902

9902

9902

10089

10089

10124

9902

9902

9902

9902

9902

9902

10089

10089

10089

10089

9902

9902

9583

9583

9901

9902

9902

9902

9583

 花苗配布マイタウン・
マイフラワー

桝花壇用
播種用培
養土配布

カラスの巣 蜂の巣
ヤゴ
取り

オンコ 低木
大径木
剪定

大径木
剪定

大径木
剪定

街路樹
木剪定

街路樹
木剪定

街路樹
木剪定

計 植樹 植樹 植樹 植樹 植樹 植樹 植栽 点検調査 シンボル 処理費 処理費 タンコロ 長材 根株

B C Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 計 花苗配布
撤去

(高所12ｍ）
撤去 B 刈込 刈込 A B C M N O

ナナカ
マド

イチョ
ウ

カツラ
ヤマモ

ミジ

エゾヤ
マザク

ラ

ヤエザ
クラ

ハシド
イ

徒歩巡回 樹木巡回 木くず 木くず再生 枝買取 買取 買取

組 組 組 組 組 組 組 株 袋 箇所 箇所 本 箇所 株 株 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 km 本 t t t m3 ｔ

樹木管理

区特有作業

廃棄物処理 歩道美化

樹木冬囲い

癒合
材

塗布

備考

ボリュームアップ剪定 巡視点検下枝・支柱
・薬剤

シンボル樹木管理カラス・ハチ

冬囲い設置・撤去

廃棄物処理費低木等
管理

樹木補植

9

0.6

3.4

2.6

2.2

3 5 17 25

3.6

403

35 15 10 60

6 5 11

1.5

1.1

0.9

1 1 2 10,000 1 1 1 10 5 1 3 1 1 1 1 12 90 20 1 1 1

1 1 508 295 41 3 849 10,000 1 1 1 10 5 10 140 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 54.7 12 90 20 1 1 1

1回 1回

54.7 12

6



シンボル樹木及び路傍樹　維持管理作業予定表 少

R4 R4 中

地区 種類 原産 ○年に１度 多：人交通大

H20 H26 H27 Ｈ28 H29 H30 Ｈ31 R4 R7
Ｈ30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 頻度 密集度 R6

1023 大通西 25 ミ ズ ナ ラ 西 在来 12.5 1.60 2 2 R2 R2伐採 ◎ 3 少 -

1024 大通西 25 イ タ ヤ カ エ デ ○ 西 在来 13.0 2.13 4 3 2 3 R2 R2伐採 ◎ 3 少 -

1130 宮ケ丘 3-1 ハ ル ニ レ 西 在来 14.3 1.70 2 3 2 治療 ◎ ◎ 2 中 大径剪定A

1131 宮ケ丘 4-7 イ タ ヤ カ エ デ 西 在来 19.5 1.43 2 2 2 ◎ ◎ 2 中 大径剪定B

1132 宮ケ丘 4-7 ハ ル ニ レ 西 在来 21.0 2.90 3 3 3 3 3 H13治療 ◎ ◎ 2 中 大径剪定C

1133 南 1西28 ハ ル ニ レ ○ 西 在来 14.5 3.41 2 4 4 R7 R7伐採 ◎ ◎ 2 多 大径剪定B

1134 南 5西25 ヤ チ ダ モ 西 在来 15.3 1.83 2 2 1 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 中 大径剪定B

1135 南 4西25 ハ ル ニ レ 西 在来 9.3 2.48 3 1 3 3 ◎ ◎ ◎ ◎ 2 中 大径剪定B

1157 大通西 25 ヤ マ グ ワ 西 在来 6.0 1.14 3 2 3 R1 R1伐採 ◎ 2 中 -

1162 宮ケ丘 ア サ ダ 西 在来 16.2 1.80 3 3 3 3 3 3 ◎ 3 中 大径剪定B

1210 南15西 4 ポ プ ラ 西 外来 15.2 5.06 4 4 3 3 4 4 R4 R4伐採 ◎ ◎ 1 多 -

1212 南15西 4 ポ プ ラ 西 外来 16.7 4.45 3 3 3 3 3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1 多 大径剪定B

1213 南15西 4 ポ プ ラ 西 外来 17.5 3.13 4 3 3 3 3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1 多 大径剪定B

1218 南14西15 イ チ ョ ウ 西 △外来 9.3 1.21 1 1 1 ◎ ◎ ◎ ◎ 3 中 大径剪定A

1219 南16西18 ト チ ノ キ 西 道南 15.0 2.29 3 2 2 1 R4 R4伐採 ◎ 3 中 大径剪定A

1221 南17西15 ウ ラ ジ ロ ハ コ ヤ ナ ギ 西 外来 17.0 2.03 2 3 R3 R3伐採 ◎ ◎ 3 中 －

1222 南17西15 ウ ラ ジ ロ ハ コ ヤ ナ ギ 西 外来 17.0 2.05 4 3 4 R3 R3伐採 ◎ ◎ 3 中 -

1223 南21西14 ヤ チ ダ モ 西 在来 13.5 2.12 2 2 R4 R4伐採 ◎ 3 中 -

1224 南21西14 ヤ チ ダ モ 西 在来 13.5 1.41 2 2 R4 R4伐採 ◎ 3 中 -

1225 旭ヶ丘　4 オ ニ グ ル ミ 西 在来 14.8 2.20 3 3 2 3 ◎ ◎ 3 少 大径剪定B

2 18 19 ※H22・23は診断実施せず

※　No1133及びNo1219については伐採済みであるが、幹・根が残っている状態のため巡視を行うこと 計画 不特定
ｼﾝﾎﾞﾙ 路傍樹 1 A良→D不良 1

2 1

1

計 ｈ25

0 38

0 15

20 9

2 3

人力剪定E

人力剪定F

合計

人力剪定C

大径剪定C

クレーン大径剪定C

作業伐
採
年

備　考

人力剪定B

幹周

人力剪定D

大径剪定A
大径剪定B

人力剪定A

樹木診断

20

№ 所在地 樹種
シンボ
ル樹
木

樹高


